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開議 午前 ９時３０分 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の出欠の報告いたします。本日は、全員の出席であります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 

 今日も温度調整の関係がありますので、上着を脱がれる方はどうぞ脱いでください。 

 

    ◎一般質問 

○議長（橋本憲治君） それでは日程３０、一般質問を行います。 

 質問は、通告書の順序により発言を許します。 

 なお、質問は答弁を含めて議会運営委員会から答申された時間に制限いたしますから、

簡潔に質問・答弁されるように希望いたします。 

 それでは一般質問の発言を許します。 

 ７番、佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 私は、執行方針の内容についてご質問いたします。 

町長の町政執行方針から、ここに何点か通告いたしました件について、町長の思いや考

え方について、あらためてもう少し具体的にその内容について伺いたいと思います。 

はじめに、平成２０年度の予算編成について質問をいたします。 

 いよいよ平成２０年度から、菊池町政の本格的なスタートの年であります。全町民がど

のような町政執行方針を掲げて、この厳しい現状の町財政の中で予算編成をされるのか、

注目し期待をしていたところでございます。 

町長は、まず予算編成の方針として財政の健全化を目指し、徹底した歳出の抑制を図り

ながら、本年は財政の見直しを行う計画の策定年と位置付けて、住民サービスの維持に配

慮しながら内部経費の圧縮を行い、今後も町民と行政の情報の共有化に努め、さらに財政

運営の効率化に取り組んでいく予算編成に当たっての基本的な考え方を示されました。 

その結果としては、今年度の予算では、一般会計で１億７，８１８万円の財源不足を財

政調整基金で対応し、取り崩しの額としては、前年より９，７２５万９，０００円、率で

３５．３％の減額となっています。厳しい財源の中での削減への努力に大変ご苦労された

その結果としても、成果も認められますけれども、平成２０年度末の基金残高見込額では、

前回、昨年１０月に作成した中期財政推計での基金残高とやや同額のものであり、今後に

おいても依然として厳しい町財政運営が続く状況には変化はなく、期待していた財政再建

への改善の兆しは実感として乏しい内容のものでございました。 

 以下、平成２０年度の予算編成に当たっての思いや、今後の考え方についてお伺いいた

します。 

 １として、平成２０年度の予算編成では、どの事務事業を最優先課題として行われたの

か伺います。 

 ２として、今後とも財政健全化を目指していく過程において、事業に聖域はあるのかお

伺いいたします。 
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 ３として、わが町の財政健全化への重点課題は何であると考えておられるのか伺います。 

 ４として、この度の予算編成が終わって、目指している財政健全化の方向に進んでいる

内容であると、そういう評価をされているのか、その思いを伺いたいと思います。 

５として、訓子府町の「実質公債比率」は、平成１８年度で１７．５％と承知しており

ます。これは１８％を超えますと、起債をする場合、国の許可制となり、公債費負担適正

化計画の策定が必要となりますが、平成２０年度以降もこのような編成方法で、昨年６月

に法制化された「自治体財政健全化法」やその初期に当たる「早期健全化団体」からは、

当面回避できるような見通しと考えておられるのか。 

以上、５点についてお伺いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま町政執行方針についてのとりわけ財政問題、予算編成に

関わってのご質問をいただきました。 

今朝の北海道新聞の一番の記事の中に、１８０自治体の市町村長が財政の見通しをどう

考えているかというご質問がございました。その中で、私はこの５年以内にやり方を間違

えると財政再建の再生団体になる可能性があるという全道の９市町村長の 1 人として回答

をしたものでございます。それほどある意味では、わが町の財政状況というのは大変厳し

いものがございます。ある意味では、１つは財政経営、運営をどうしていかなければなら

ないかというある種マネジメント的な主案を求められておりますし、一方ではこの町の施

策をどう進めていくのか。ガバナンス的な統治の責任者としての能力も問われているので

ございます。 

議員ご指摘のとおり、その点でははじめて携わった私自身の予算編成でございますし、

私はある意味では今申し上げましたように、財政再建に取り組むスタートのまずきっかけ

の年だと。もう一方では、町民や地域の皆さんに可能な限り予算措置をさせていただいた

両極の予算編成の一歩のスタートを切ったというふうにご理解をいただければ良いのでは

ないかと思います。 

まず、１点目の「予算編成に当たり優先課題とした事務事業」についてでございますけ

れども、基本的には、ただいま申し上げましたけれども、どんな財政状況にあっても福祉

や子どもたちの教育には最大限配慮をしていかなければならないということで考えており

ます。 

ご案内のとおり、特定目的基金を含めて、３億円の基金繰り入れを行っている厳しい財

政状況でございます。予算編成にあたっては、これらを後退させずに、いかに維持してい

くかが大きな課題でございました。 

また、町そのものが疲弊
ひ へ い

していては意味がございませんので、予算の説明でも担当課長

からも申しましたように、定住促進空き家活用事業などの「将来のまちづくりに結びつく

事業」のほか、地域のグループなどが自主的に取り組む「まちの活性化につながる事業」。

こうしたことに対する支援する元気なまちづくり総合補助金や、あるいは「地産地消によ

る特産品開発に結びつく事業」として農業交流センター加工指導員の講習会の開催など、

いずれも新規の新しい事業も予算化をさせていただいたところでございます。 

これらについては、総合計画や公約とのバランスで相当苦労をしたところでございます

けれども、１０年先を見越し、優先度が高いと判断したものでございますのでご理解をい
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ただきたいと存じます。 

さらに、２点目の「財政健全化の取り組みに聖域はあるか」とのお尋ねをいただきまし

たけれども、地方公共団体の事務は地方自治法に明確に規定されておりますので、そうし

た意味では聖域はあるものと思っておりますけれども、そのサービス水準が妥当なものか

どうかの精査は、当然行わなければならないというふうに考えているところでございます。 

また、将来のまちの活性化等に結びつく事業のほかに、お金に換算できない例えば「健

康づくり」や「生きがいづくり」につながるものについては、町の持ち出しも考慮しなが

ら、最大限の配慮をしなければならないというふうに考えているところでございます。 

３点目の「財政健全化の重点課題」についてでありますけれども、限られた財源の中で

現行の事務事業を維持していくことについてはある種不可能な点もございます。町民の皆

さんのご理解とご協力をいただきながら、事業の選択と重点化を図りながら、自治法で言

う福祉向上に配意しつつも、最少の経費で最大の効果をあげていくことが不可欠でありま

すし、一方では地域経済の活性化対策にも配慮が必要だと考えるところでございます。町

としましては、町民の皆さんがぎりぎりご理解をいただけるラインを見出すことが最大の

課題であると考えてはございますけれども、町民基本条例の制定やふるさと懇談会等の取

り組みを積極的に実施しているところでございますので、ご理解をいただきたいと存じま

す。 

次に、４点目の「平成２０年度予算の評価」についてでありますが、平成２０年度につ

きましては、電算システムの大規模予算が挿入される予定でございましたけれども、これ

らの更新を延期させていただくなど、内部経費の圧縮に重点をおいて予算編成を進めてき

たところでございます。評価は別としまして、平成２０年度に策定します財政健全化戦略

プランの中では、細部に渡る踏み込んだ内部経費の圧縮と、事務事業の廃止・縮小を含め

た具体的な健全化の取り組みをまとめたいと考えているところでございます。 

５点目でございます。「早期健全化団体回避の見通し」についてでございますけれども、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律によりまして、早期健全化計画に取り組まなけ

ればならない基準が４つございます。 

１つ目は、実質公債費比率が２５％以上のときでございます。 

２つ目は実質赤字比率、これは標準財政規模により異なりますけれども、本町の規模で

言いますと１５％以上のとき。 

３点目は、連結実質赤字比率が２０％以上のとき。 

４つ目は、将来負担比率が３５０％以上のときというふうに示されてございます。 

この４つのいずれかに該当したときには、早期健全化計画を立てて、議会での議決を得

た上で、知事や国に提出しなければならないという仕組みになってございます。 

いずれの指標も決算統計が終わらないと算出できないものでございますけれども、普通

交付税の増減が大きく影響しますので、現時点では軽々に見通しを申し上げる状況にはご

ざいませんけれども、議員からご指摘がありましたように、実質公債費比率と将来負担比

率につきましては、現時点ではよほどのことがない限り回避できるというふうに認識して

いるところでございます。 

また、残りの実質赤字比率と連結実質赤字比率につきましては、財源調整の基金がなく

なった時点、推計で申しますと現時点では平成２４年まではと示しているところでござい
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ますけれども、そのままでいきますと赤字決算になるということでございますので、平成

２０年度に実施する財政健全化戦略プランの取り組み如何に係わってくるというふうに私

自身は考えているところでございます。 

以上、現時点、明確な回答ができる状況もまだないものもありますけれども、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） まず、１点目からもう少し伺いたいと思います。 

今答弁ありましたように、極めて財源が不足している中で、限られた財源を各事業へ予

算配分するのは当然厳しい内容となりますので、これを町民の理解のできるものであるこ

とがまず重要であると考えます。 

以前、町長は厳しい財政運営をするには、何の事業を優先すべきかランクを付けると。

ランクを付けて、町民にそれを解いて進むと。反面、これには何の事業を削減されるのか、

すなわち優先と削減の考え方であります。これには大変な勇気と決断がいると思われます

けれども、この優先と削減。これは避けて通れない重要なことだと思いますけれども、こ

の辺について、ランク付けと優先、それと事業を削減してそれらに回すと。わかりやすい

言い方ですけれども、そういうような考え方について少し伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 私はマニフェストでも申し上げましたけれども、平成１９年度に

つきましては、町民の皆さんの参加によりまして、財政分析をさせていただくと。そして、

平成２０年度以降、財政再建計画、私どもの今の町政執行方針でも申しましたように、町

政健全化戦略プランというものを平成２０年度に作成して皆さんにお諮りし、そして、具

体的に提案をさせていただきたいということを申し上げているところでございます。 

私はあとからの質問にも、各議員からの質問にも出ておりますけれども、大きくは財政

の今日の厳しい状況になっていることはなぜなのかという質問も多くの議員の皆さんから

出ているところでございます。 

それは統計上で見ますと、これはもう明らかでございますけれども、１つは公債費比率、

負担比率も含めて極めて高いということであります。すなわち、借金をして公共事業や整

備事業を従来にわたってずっとやってきたというそのツケが今出ているということでござ

います。その点で言いますと、２０％の警戒ラインを超えている公債費比率、負担比率等

をどうしていくのかと。 

さらには、２点目で言いますと、特別会計への繰出金が非常に高い。これは国保や水道

事業会計を見ても明らかであります。もちろん下水道会計もそうであります。しかし、こ

れも詳しくは述べれませんけれども、時間の関係上、それは町民の皆様に快適で安心で安

全な生活していくための先行的な投資の意味もございますから、あるいはやむにやまれぬ

制度の中で財政を切り盛りしてきたという経緯もございますけども、しかし、実態として

はそういった特別会計の繰り出しが、例えば平成１８年度ベースで申しますと８．２％の

財政全体中でウエイトを占めている。全体的に申しますと、経常収支比率が本来は７０％

以下だと言っているものが、今８６．３％すなわち財政の難度、柔軟性が非常に硬直化し

てきているという状況は、これは全国一律と言っても過言ではないと思います。その点で

申しますと、この財政健全化戦略プランと言うのはお尋ねのように、私は平成１９年度に
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職員に各種事業のＡからＥランクの５段階の評価をさせていただいてございます。少なく

ても自主的に職員がＥ段階と付けているものについては、本当にそれは今後とも必要なの

かということも含めて、これは職員内部で各課から出させて、そして、議論をしていると

ころでございますけども、いよいよこれらをさらに精査して、ある種は町民の前に明らか

にしていってご理解を深めていくという段階にきているというふうに私は考えているとこ

ろでございます。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） ２点目について伺います。 

町長に当選された第一声で、町政は町民の目線に立って、この２点目と言うのは聖域の

問題であります。福祉と教育の充実に力を入れていきたいという、そういう意味のことを

強調されております。 

今年の一般会計で、約１億８，０００万円の基金の繰り入れの苦しい財政運営の中で、

民生費は前年度比７％増の５億１，１００万円、教育費では前年度より減額となっており

ますものの３億４，２００万円、構成比率では前年度同様の８．８％であります。これは

聖域であると言いませんけれども、この町の現在の財政力、将来の財政を考えるとき、こ

れはやはり一定の限度のラインというものをやはり考えなければならないのでないでしょ

うか。この辺について、少し伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 私は、この財政再建計画で、３つほど今後に向けてやっていかな

ければならないことがあるというふうに考えてございます。 

１点目は、基金から繰り入れている２億円を私の任期中に削減したいということであり

ます。すなわち、２億円を預金の取り崩しを崩さなくてもやっていける財政運営をなんと

かこぎつけたということが１つであります。 

２点目は、水道会計でも担当課長から申し上げましたように、高利の過去の例えば６．

８％等の借入金の高利子を借り換えをしたり、あるいは利子の先食いと言いましょうか、

償還を早める等を含めたことをやらなければならないということであります。 

そして、もう１点はまだ確かな道筋はついてございませんけれども、元気の出る思いや

り寄付金ではございませんけれども、歳入をどう増やすかという知恵を今絞っていかなけ

ればならない時期に来ているという、この３つがある種この財政の健全化戦略プランの柱

になってくるのではないか、その点で申しますと、教育福祉のラインにも手を入れなけれ

ばいけないのではないのかと。 

私は、平成２０年度がスタートの年と申し上げましたけれども、冒頭から教育、福祉に

まともに手をつけるということにはできない。これは１年間時間をかけて、教育、福祉の

分野でも、私は町民に提案し議論をし意見をいただきながら平成２１年度以降にそういっ

たものを持っていくということではないかというふうに考えております。その点で言いま

すと、議員がおっしゃるように幾分生ぬるいのではないかと。しかし、やっぱりそういう

意味での地方自治の本旨からして、そういう丁寧さが極めて大事なのだというのが、この

平成２０年度ではないのかというふうに私はとらえておりますし、冒頭申し上げましたよ

うに、今年の両極の予算編成であっても、地域や町民にできる限りの最善の努力をさせて

いただいたと。 
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○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 次の質問項目に移りたいと思います。 

 「自治基本条例」について、お伺いをいたします。 

 町民と議会と行政が一体となって、「町づくり」に取り組んでいくためのルールを定める

とした（仮称）町民基本条例について、お考え方を伺いたいと思います。 

 できればわかりやすく端的にお答えをいただければありがたいと思いますが、１点目と

して、なぜ、今、訓子府の町民にとって、この条例が必要なのかを伺いたいと思います。 

 ２点目として、郷土を愛し、訓子府の町民であることに誇りをもって、この憲章を定め

るとして、昭和４５年８月に制定された「町民憲章」をどのように評価され、この「町民

基本条例」との違いは何であるのか伺いたいと思います。 

 ３点目として、この種の条例が制定されている町と制定されていない町の違いはどこに

あるのか伺いたいと思います。 

 ４点目として、この度、町内２０歳以上の町民約５，０００人を対象に「町民基本条例」

に関するアンケートを実施されましたけれども、その結果はどのように評価されているの

か。 

以上、４点について伺いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま町民基本条例、自治基本条例についての考え方について、

４点のお尋ねをいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の「なぜ、この条例が必要なのか」とのお尋ねでございます。私は、町政

の主役は町民の皆様であり、住民自治を基本としたまちづくりを進めるための仕組みとし

て自治基本条例が必要なのだという考え方を、これもまたマニフェストで、そして、まち

づくり懇談会等でも申し上げているところでございます。 

ご存知のとおり、平成２２年３月現行の市町村の合併の特例等に関する法律が失効いた

します。平成１９年４月１日からは、地方分権改革推進法が施行されて、平成２２年度以

降の早い時期には、地方分権改革が本格的にスタートすることが見込まれているところで

ございます。 

 地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを基本理念とする地方分

権社会を迎えるにあたり、この条例を整備することはある意味では国レベルでも求められ

ていることでもございますし、自治体としてもある意味では当然大事なことだというふう

に認識しているところでございます。 

 ２点目の「町民憲章の評価と町民基本条例との違い」についてでございます。町民憲章

は、昭和４５年というふうに記憶しておりますけれども、置戸村から分村して５０周年、

町政施行２０年を節目に町の歴史と現在に立脚して、未来を展望した町民ひとりひとりの

願望であり、ある種誓いであり、心の支えであるものとして制定されたものでございます

し、これは当時の訓子府中学校の中澤校長を中心としながら教育委員会、そして、地域住

民が一体となってつくり上げてきたものでございますので、これらも尊重し、後世に受け

継いでいかなければならない大切なものだというふうに理解しているところでございます。 

 また、町民憲章については、議会の議決を受けて制定されたものではございますけども、

その内容はある種の精神的な支え、努力目標、法的な拘束力がないある種の「宣言」でご
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ざいます。 

一方で、自治基本条例につきましては、ある種の自治体の憲法とも言われまして、自治

体運営の理念、それから住民参加の拡充による公正な自治体運営を図るための基本原則な

どをある種明確化して、さらに他の条例や計画などの策定の指針、解釈指針として上位に

位置付けされ、法的拘束力をある意味では有する点で大きな違いがございます。 

 ３点目の「この条例のある町とない町の違い」についてでございますけども、条例では

なくて、行政運営の基本的な方針や基準を要綱という形で取り組んでいる自治体も多々あ

ろうかと思いますが、要綱は法令としての性格を持つものではなく、規範性もある意味で

は弱い、そういう点では町民の皆様にもなかなか認知されにくいというふうに思われます。 

一方、条例化によって、どのような理念や仕組みのもとで自治体運営が進められるかを

包括的に一覧できることになり、さらに基本的な原則を法令として明文化することになり

ますので、町政運営の継続性や普遍性が保たれて、地域全体の自治意識の高揚や一体感が

形成されることなどが期待できる点で違いがあると思います。 

 ４点目の「アンケート調査をどのように評価するのか」ということであります。これに

つきましては、年代別・性別・条例に対する認知度・条例づくりの進め方に対する意見を

聞き取る内容となってございます。遅くても来週中の回収ということでございますので、

今月中に分析評価を行い、それらを踏まえた上で、条例案づくりの母体となる自治基本条

例検討委員会、予算の中でも提案させていただきましたけれども、これらについて立ち上

げて、町民の理解を得るための取り組みを今後進めてまいりたいと思いますので、ご理解

賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 町民憲章と条例の違いは、町民憲章は町民の理念であり目標であ

る精神的なものだと、条例というのは憲法だと。取りようによっては、非常にはっきりと

区分されたわけですけれども、今私もこの間少し遅れてアンケート用紙が来まして、この

通告書のあとから来たわけですけれども、いろいろとアンケートについて、何人かの町民

の方に声をかけられまして「よくわからないんだ」と。もちろん、そういうことについて

どう考えるかということで、非常に私もなるほどなとよくわかったのですが、こういう状

況だと私は思っております。 

ご承知のように、町民憲章とは町民が訓子府を守り、共に町を築いていくという思いを

基本に、自主的で主体性が込められた町民の誓いである。お祝いごとに、誓いを式典のと

きにやるわけですが、そういうものであると思います。いわゆる目標と言いますか、理念

を表現したのかもしれません。これが基本条例によりまして、町民と行政が役割の分担を

して、ルールを決めて、その条例が町の最も重要なことを決める憲法として、最高の決定

機関であるとした場合、どうも町民の私も若い人間ではありませんし、この町に長くて非

常に何となく自然に町に携わり、それが自然の流れだというふうに、そういう思いで今日

まで来たわけですから、この行政と役割を分担するというルールによって、町民のごく自

然なまちづくりへの自主的で主体性の思いが壊れてはしまわないだろうかと。線引きされ

ることによって、その意味はご理解できると思うのですが、要するに「そっちは俺はしな

い」だとか、「こっちはうちの仕事だ」というような線引きしたものの考え方が出はしない

だろうかと。 
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 さらに、この条例で最も特徴的なものは、決まりを分担するということなのでしょうか、

例えばこの条例でものを決める場合には、もしかすると住民投票条例などが含まれた場合、

町民の選挙で選ばれた町民代表の町長の責任はどのようになるのか、伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） まず、１点目です。町民憲章の理念は、自治基本条例ができたと

しても不滅であります。そして、生かされるものであります。１点目です。 

２点目です。自治基本条例は、町の条例、議会の立法府は法令にないものについては、

自治立法権がございまして、私どもも議会も条例として提案する権限を思ってございます。

あくまでも、法律にないものでございます。その点で言いますと、議会や地方自治法で定

められているものの逸脱するものではございません。ここのところは勘違いされると困り

ます。わかりやすく申しますと、私は自治基本条例というのは、それぞれの責任、議会と

行政と町民の責任を明確にする。そして、町民が参加するということを明確にしていくと

いうものでございます。 

わかりやすくお話をさせていただきますと、この予算書を昨日配らせていただき、そし

て、皆さんに見ていただきました。私は課題として、あまり申し上げておりませんけども、

例えば予算編成システム。これは９月から職員から積み上げて、企画財政課で取りまとめ、

もちろんその前に各課とのヒアリングを行います。そして、各課はそれぞれの団体や代表

等の意見を聞いて予算に反映されます。そして、町長ヒアリング等を経て、企画財政課で

取りまとめをし、そして、私自身がペンを入れます。それを予算案として皆様にお諮りし、

議会で討論し議決をして予算執行になります。基本的には、住民の皆様も代表の議会の議

員によって決められていることでありますけど、さらにそれを一歩進めることができない

か。 

例えば、今これはまだあとからも出てきますけども、予算編成についてで言いますと、

例えば地域担当職員がある意味では各自治会に出かけて、年数回直接住民の皆様の要望や

意見を聞くということがあってもいいのではないのかと。そして、予算編成にあたっては、

町内会・実践会の各種団体との懇談会を開催し、そして、予算に反映されるという懇談・

要望的なものももう一歩あっていいのではないのかと。そして、その上で予算案が示され

る前に、原案を町内会や実践会の懇談会である意味では提示していく。それは自治組織で

ある町内会・実践会にワンクッション置きながら広く意見を求めていく。あるいは、理解

を求めていくということも、これからの状況では必要なのではないか。 

一方、議会では常任委員会等を中心にしながら、予算編成の段階から議論に参加してい

く。もっと言いますと、議会と私どもも含めた政策検討会なるものも含めて、これから議

会と行政の責任を明確にしながら、すなわち住民と議会と行政が一体となって、それぞれ

の責任で予算をつくり上げていくということを、これこそが私はある種の住民参加のより

きめ細かな町政執行の大事な仕組みになっていくのではないかなというふうに考えている

ものでございます。いずれにいたしましても、これらを含めて広く単に行政が委員を指名・

委嘱するだけではなくて、住民の公募を含めて、これらについてはより多く住民の意見を

求めながらつくっていきたいと考えるところでございます。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 大変丁寧な答弁であったと思いますけれども、ちょっと要点だけ
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をもう一度お聞きしたいのですが、先に町村合併のときに非常に大きな町の決断があって、

ここにおいでの町民の皆さんもいろいろお考えがあったと思いますけれども、そのことを

非常に頭から離れないのですが、町長の権利と言いますか、町民は６，０００人、判断す

る方は５，０００人ぐらいですけれども、いろいろな考え方がありまして、５，０００種

類の考え方があるのかもしれません。でも、やっぱり大事なことを決定するのは、最高責

任者というのは、私は町長だと思うのです。少なくとも、町の１０年先あるいはその先を

一番やっぱり推察して町を持っていく、やっぱり最高の指揮者であると私は思います。 

端的にお答えいただきたいのですが、住民の前回のことなのですが、住民の思いと、思

いを託するその意味もありますけれども、それと町長の権限というのはどちらを優先に考

えているのかちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 私は、政策として政策の重みというのがございます。合併の問題

については国の北海道の動きを見て、そして、合併した近隣町村の状況を的確に判断し、

町民の総意で町の将来を決めますという公約をうたっております。その考え方は今も微動

だもしておりません。それを私自身に託して、投票してくれたと思います。いずれ平成２

２年のときに、私自身は可能な限り自立の方向という提案をしたいと願っております。し

かし、状況によっては今の財政分析やいろんな状況の中では非常に厳しいということがあ

るかもしれません。それはどうしましょうかということだけではなくて、町長としてのこ

うしたいという考え方を提案すべきだと私は理解してございます。そのときに、町民の意

思の集約をどうするかと。私は、合併するとも自立するとも公約でやってないわけですか

ら、その問を住民投票あるいはアンケート等で可能な限り、多くの意見を求めていくとい

う立場が町村長の、そして、最終的には議会で決めるということになるのでないのでしょ

うか。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） わかりました。 

次の質問に入ります。 

 「第５次訓子府町総合計画」と「財政健全化計画」について、お伺いいたします。 

 平成２０年度から「財政健全化法」が適用されます。いわゆる「財政破綻」の基準が高

くなり広がりました。町民は、「このまま自立の町として本当に大丈夫なのか」大きな不安

の中で、あらためて町の存続への危機をさらに強く感じております。 

 私は、この重要な課題対応のため、財政再建という高いハードルを町民の理解と協力の

もとに、行政と一体となって何としても乗り越えていかなければならないと思います。そ

れには、現在までの５ヵ年間の「中期財政推計」では、将来の事業や予算の増減の具体性

がなく、町民には理解しづらい内容のものであると思います。 

 これからは、「第５次訓子府町総合計画」をより具現化して、実効性あるものとするため

に、今年から町長が先ほども強く示しているように、「財政健全化戦略プラン」との整合性

をもった「財政健全化計画」を作成する必要があると思いますけれども、この考え方につ

いて基本的に先ほど答弁をいただきましたけれども、あらためてこの件について伺いたい

と思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 
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○町長（菊池一春君） 時間の関係で読み上げることをお許しください。 

毎年、町民の皆さんにお示ししている中期財政推計につきましては、直近の年度を基礎

として、仮定条件を基に計算しているものでございます。その点で言うと、歳出では推計

に最も影響の大きい新規の大規模事業等は考慮しておりませんし、これから取り組む健全

化対策は、それらは反映されておりませんので、そうした意味では議員ご指摘のとおり、

理解しづらい面もあろうかと思います。 

第５次総合計画は、まちの将来像を掲げた計画でありますし、近年の激変する財政状況

を考えますと、具体的な年次計画を立てて具現化していくというのも困難な状況でござい

ます。 

こうしたことから、本町では、毎年度の財政状況や財源対策等を基に３ヵ年ローリング

による実施計画でこれを補完することにしているところでございます。 

お尋ねのありました総合計画と財政健全化計画である「財政健全化戦略プラン」との整

合性でございますけれども、その点では長期計画を策定することにつきましては、理想で

ございますけれども、可能な限りその努力をしていきたい。長期の計画、特に財政推計に

限定して申しますと、例えば地方交付税をはじめとする地方財政対策が不透明な中では、

信頼できる精度のものにはなかなかなり得ませんので、慎重に対応したいと考えておりま

す。 

財政健全化戦略プランで重要なことは、財政効果がある具体的な取り組みをどれだけ盛

り込めるかというそういうことでないかと。それをわかりやすく町民の皆さんに伝えてい

く手法の一つが中長期の財政推計であると考えているところでございます。 

この財政健全化戦略プランの策定にあたりましては、より具体的な項目を示しながら、

可能な限りその財政効果を盛り込んだ財政推計を示してまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） この第５次総合計画のときに、全町民５，０００人を対象に８３％

というアンケートをいただいたのを私ども十分その資料をいただきまして、約２，０００

項目にわたる小さなものまで資料として持っております。あの中身を見ますと、町民の思

いというのはいかにこの町に愛着を持ち、大事にしようという思いが強く感じてなりませ

ん。そこで町民は財政が厳しいということは、当然もう理解しているわけでございまして、

平成１７年度に合併を断念して自立以来、職員をあげて町長を筆頭になんとしても財政を

再建しなければならない。そう言いながら３年が経過して、予算を見ますとどうも何とか

なっているのではないかと、町民が「本当にこれで大丈夫なのか」と。 

先ほど言いましたように、借金が８１億円ですから普通の通常の予算の２年分です。２

月でしたか、大阪府で選挙がありまして、非常にニュースとして出ましたけれども、あそ

こも破綻寸前の町です。なかなか５兆円の借金に年間の予算が３兆４，０００万円。訓子

府の場合をもっと厳しい倍であります。並みでは返せないと思います。町民の人も非常に

心配しておりまして、何を我慢をして何を負担をしたらいいのかと。今、町長がかなり突

っ込んだ答弁をしましたけれども、その具体的な思いを出さないと、やはりあとになれば

なるほどなかなかやっぱり状況が厳しくて、おそらく一方に負担の状況になったときに、

どうしてということになりますので、ぜひ健全化財政プランは厳しい内容のものであって
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も、一つの目標出来ると思うのです。それによって総合計画ですから、３年ごとの見直し

当然具体的には各課の目標を立ててそれを潰していくと。そのことによって、確実に安心

の戦略に乗っていけると。 

あらためて、第５次訓子府町総合計画と財政健全化計画、そして、財政健全化戦略プラ

ン、この３点を町の再建の柱として、あらためて取り組んでいくと、強い思いを今一度お

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） あのアンケートをご覧になってのご意見もいただきました。 

私は選挙でも申し上げましたけれども、訓子府の元気と町民一人ひとりが持っている底

力こそがこの難局を乗り越える大事な柱だと。そして、町民が町を思う誇りに思うことが、

あるいは愛着心が活性化のキーワードだというふうに考えてございます。そして、今佐藤

議員からご指摘のございましたように、総合計画、そして、財政推計はもちろんそうです

けども、戦略プランを含めたそういったものを今ご指摘のとおり、私自身も職員一同も肝

に銘じながら、これからさらに事務にあたってまいりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） 次の質問に移ります。 

 最後に、ラスパイレスの指数について伺います。 

 先月の道新の報道に、総務省が発表した平成１９年４月１日現在の網走管内の各市町村

のラスパイレス指数の記事がありました。 

町長は、今年から「財政健全化」に向かっての初年度としての計画策定年と位置付ける

と先ほどから申しておりましたけれども、また、この給料につきましては、北海道の動き

や近隣町村の町の実態と町の財政状況によって決めると、マニフェストでもこういうよう

な表現をしておりましたけども、先の報道では訓子府町職員のラスパイレス指数は９９、

管内１９市町村中第２位でありました。また、全道、政令都市札幌市を除いた１７９市町

村では第１５位となっております。この件について、町長のご感想と考え方を伺いたいと

思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 平成１９年４月に公表された「ラスパイレス指数の道内及び管内

における順位」についてのご質問がございました。 

ラスパイレス指数につきましては、総務省が全国自治体の指数が毎年公表されているも

のでございますけれども、国の行政職と地方公共団体の一般行政職給料をラスパイレス方

式で対比させて比較して算出させる。すなわち国の数値を１００としたものでございます。 

この基準となるものは、毎年４月１日現在に在職する職員の基本給について調査する地

方公務員給与実態調査が毎年全国一斉に行われておりますけれども、この調査を数値を元

に学歴別、年齢別で算出されるものでございます。 

国のいう１００で言いますと、国が給与構造改革によって、基本給が減少する地域手当

等を増加させているのも状況でございます。地域手当を含む平均給与月額で見れば、国の

増加に対し地方は前年より大きく減少しているというのが実態でございます。地方におい

ては、平均年齢が高いにもかかわらず給料で見れば、国の水準を下回るという結果が出る
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という特徴もラスパイレスの特徴でもございます。 

本年４月現在で９９．０%、前年対比で０．１ポイントの上昇をしておりますけども、こ

れは私どもの職員の給与を引き上げた結果ではなく、ある種では年齢構成が変わったとい

う状況でございます。 

このラスパイレス指数は、あくまでも給与水準を比較する手法の一つでございますので、

各団体の経験年数階層の変動、あるいは特別昇給など様々な要因によって毎年変わること

になっておりますので、小規模な自治体では職員構成の偏りなどによって、一概に給与水

準を引き上げできないという、比較できないというものだというふうには私自身はとらえ

ております。 

ラスパイレスの順位で申しますと、札幌を除く１７９市町村で、網走管内でも遠軽、そ

れに次いで置戸町、訓子府町は管内で２位という結果が出てございます。 

これにつきましても、職員の状況等では一概になかなか比較することはできませんけど

も、厳しい財政下においては、町民の皆様との認識の違い等が反響が大変大きい数字だと

いうふうに理解しております。 

いずれにいたしましても、町民の皆様の期待に応える仕事を通じて、職員とともに努力

してまいりますので、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 佐藤静基君。 

○７番（佐藤静基君） ラスパイレスの内容については、細かく説明いただきました。 

ラスパイレスの９９は、今町民の中でいろいろと話題になっております。町長は、地域

に密着し町民の目線に立った町政運営を通じ協働のまちづくりを進めるための、先ほども

出ましたけれども、地域担当職員の配置についての協議を進めているようでございますけ

れども、こういう状況の中で行政は町民と目線を共にしてとよく町長は表現されますけれ

ども、職員のラスパイレスの９９という数字の思いが、町民の中で担当職員が配置されて

実質的にいろいろと町民と情報交換し意見を持って帰るときに、住民とうまくやっていけ

るのかなと、目線が同じになれるのかなと、ちょっと心配するのですが、その辺について

伺いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 与えられた給料以上の仕事をしているという評価をしていただき

たい。その点で言うと、高いか安いかという議論では私はできない。しかし、公約でも申

しましたように、管内の状況や全道の状況から見て１位・２位を占めているという状況は

どうなのかと、町民感情からしてみたらどうなのかと。これは今予算の当初予算では、編

成では提案できませんでしたけれども、職員とこの３ヵ月じっくり話し合いもしてまいり

ましたし、あらためて追加提案をさせていただきながら、給料の人件費の削減についての

提案をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○７番（佐藤静基君） 以上で終わります。 

○議長（橋本憲治君） ７番、佐藤静基君の質問が終わりました。 

 ここで午前１０時４０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

再開 午前１０時４０分 
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○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次に１０番、小林一甫君の発言を許します。 

 １０番、小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） 通告に従いまして、一般質問をいたします。 

 今回は、町政執行方針について、お伺いをしたいと思います。 

 町長は「みんなで創る訓子府の元気」を考え、「訓子府の底力でふるさとの未来をひらく」

ために「町民こそが主役」「町民福祉の増進を図る」を理念として町政を推進してきました。

また、この理念は今もって変わらないとのことであります。今年度７本の柱を施策にあげ

た町長の執行方針について、１０項目にわたってお伺いをしたいと思います。 

 まず、第１点目、町財政についてであります。地方交付税が年々削減される中、削減を

緩和する手立てはあるのかお伺いをいたしたい。 

 ２点目、町民基本条例（仮称）について、町民の方に対してのアンケート調査が始まり

ましたが、事務方では内部の検討に入っているのかお伺いをいたしたい。 

 第３点目、「地域包括支援センター」の取り組み状況について、高齢者の総合的相談窓口

でありますが、利用する方が気軽に相談できる配慮は十分されているのかお伺いをいたし

たい。 

 ４点目、子育て支援センター設立についてお伺いをいたします。平成２１年度開設との

ことでありますけれども、具体的に説明できるものがあればお伺いをいたしたい。 

 ５点目、特別支援教育について、この範ちゅうは教育長の本来であれば答弁であると思

いますけれども、今回は町政執行方針の中にこの部分が出ておりましたのでお伺いをした

いと思います。学校教育法に位置付けされ、小学校に特別支援教育支援員１名配置されま

すけれども、具体的にどのような支援をされるのかお伺いをいたしたい。 

 ６点目、「農地・水・農村環境保全向上共同活動支援事業」についてお伺いをいたします。

今までの西富地区と今年度から実郷地区、清住地区が採択に向けて要望していくとありま

すけれども、町の財政から見て制限はないのかお伺いをいたしたい。 

 ７点目、消防庁舎建設についてであります。現在、耐震調査を進められているようであ

りますけれども、耐震調査の結果が早急に建て替えを必要とする場合、対応を考えている

のかお伺いをいたしたい。 

 ８点目、行政改革についてであります。さらなる行政改革をするとのことでありますけ

れども、どの部分に手を入れようとしているのかお伺いをいたしたい。 

 ９点目、地域担当職員の配置について。具体的にどのように進めようとしているのかお

伺いをいたしたい。 

 １０点目、総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷＡＮ）の活用についてであります。 

コンピュータ関連にかかる経費は、毎年多くの経費を投入しているわけでありますけれど

も、この「ＬＧＷＡＮ」を活用してメリットはあるのかお伺いをいたしたい。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま町政執行方針に対しまして、１０項目の質問をいただき

ました。大変質問の項目が多いということもございまして、時間の関係から簡易にと言い

ましょうか、読み上げることでお許しをいただきたいと思います。 
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 まず、「地方交付税の削減を緩和する手立て」についてでございます。小林議員もご存じ

のとおり、普通交付税の算定にあたりましては、人口あるいは面積、そのほか多くの測定

単位が用いられておりまして、それぞれの国勢調査や農林業のセンサスなどの統計数値の

ほかに、道路台帳などの数値も用いられているところでございます。 

 普通交付税につきましては、単位費用や各種補正係数の見直しにより、毎年、減額され

ているところでございます。町では、この対策として、町道に係わる交付税を確保するた

めの町道認定を議決いただいた経緯もございます。 

 こうした取り組みには限界もあろうと思いますけれども、許容される範囲での対応をこ

れからも検討をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 次に、「町民基本条例に係わる事務方の内部検討」についてでありますけれども、自治基

本条例としてこの条例を制定するにあっては、まず、町民の皆様にこの条例に対する理解

と関心をもっていただくことが、まずは第一義的に大事だということで、町民懇談会の開

催やふるさと懇談会に出向いての説明、さらには広報の２月号からシリーズで条例の基本

的な知識などをお知らせさせていただいているところでございますし、条例づくりの進め

方を中心としたアンケート調査を、先の答弁で申し上げましたとおり実施しているところ

でございます。 

 この条例につきましては、町民、議会、行政が一体となってまちづくりを進める大切な

ルールといえることから、条例案づくりの段階から町民の皆様や議員の皆様にも関わって

いただくため、平成２０年度の予算案にも反映させていただいているところでございます。

「自治基本条例検討委員会」を設けて、具体的に作業を進めることについて、現在内部で

進めているところでございますし、昨日の予算説明の中でも専門委員の委嘱等も予算が国

費が付けば、これらについても諮りながら、進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

次に、地域包括支援センターの取り組み状況についてでございますけれども、「気軽に相

談できる配慮は十分なのか」とのお尋ねでございます。地域包括支援センターにつきまし

ては、平成１７年の介護保険法の改正によって、平成１８年４月から設置されることにな

っておりまして、本町におきましては介護保険法の経過措置によりまして、平成１８年１

０月から業務を「うらら」において開始している状況でございます。 

センターの機能としては大きく４つあります。まずは、「総合相談と支援」についてでご

ざいますけども、「住民の各種相談を幅広く受付け、制度の垣根にとらわれない横断的・多

面的支援を行う」とされておりまして、制度の趣旨に沿った対応を心がけて、住民の皆様

が気軽に相談できる体制の充実に努めているところでございますし、昨年、社会福祉士を

配置し、さらに保健師の専門性からさらに社会福祉士等の専門性を広げながら対応をして

いるところでございます。 

 次に、「子育て支援センターの設立」についてでありますけれども、現在、子育て支援セ

ンターの平成２１年度開設に向けて、福祉保健課を中心に教育長、管理課、社会教育課、

幼稚園、保育園、建設課で「子育て支援センター検討委員会」を設置して、開設に向けて

具体的な検討作業を行っているところでございます。 

 現段階では、センターの具体的な内容をお示しすることはできませんけれども、訓子府

町における子育て支援の現状と課題分析、センターのあるべき姿などを話し合われており
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ますし、今後、先進地の視察などを行いながら、できるだけ早い段階に検討結果をお示し

し、議会の皆様とも協議させていただきたい。本町はすでに子育て支援センターがなくて

も、現実的にこの「うらら」等において、あるいは保育所・幼稚園においてもそれに匹敵

する事業も展開していることは皆さんご存知のとおりでございますので、本町らしいあり

方については、これからの検討を重ねて提案をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

次に、「特別支援教育」についてでございますけども、特別支援教育支援員につきまして

は、発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校生活上の介助、あるいは学習

活動上の支援などを行うものでございます。 

このため、本町におきましては、特別な支援を必要とする児童の増加等に伴いまして、

本年度、特別支援教育支援員を訓子府小学校に１名配置し、特別支援学級の児童に対して、

特別支援学級や普通学級における学習支援や学校生活等の支援を行うこととしているとこ

ろでございます。 

次に、「農地・水・農村環境保全向上共同活動支援事業」についてでございますけれども、

従来の西富地区につきましては、町が維持管理しているタンノメム川、農試川、紅葉川な

どの排水路が、降雨のたびに畑へ越流の恐れがあることから、川の水が越流するという恐

れがあることから、今までは町の河川維持費により土砂上げを行ってきているところでご

ざいますけども、本年度から国の補助事業の「農地・水・農村環境保全向上対策事業」を

活用することによりまして、町の河川維持費を逆に軽減するものでございます。 

 また、実郷地区と清住地区につきましては、昨年の６月からの集中豪雨等によりまして、

川南幹線用水路、豊坂川、永井の沢排水川、原田の沢川、大谷川への土砂流入が何ヵ所も

発生して、町の河川維持費や土地改良区の負担により土砂上げを行っているところでござ

います。 

このことからこの２地区につきましても、この事業を活用することで町の負担軽減を考

え、平成２０年度から新規採択地区として道に要望しているところでございます。 

 なお、事業費の４分の１の町負担分につきましては、普通交付税にも算入されておりま

すので、２地区内の河川愛護組合等が実施している事業は、「農地・水・農村環境保全向上

対策事業」の対象となりますので、平成２０年度の河川維持報償金の予算から減額を図っ

ているところでございますし、財政的にもある種有利な補助事業と考えているところでご

ざいます。 

次に、「消防庁舎の建設」についてでございます。ご質問のとおり、現在消防庁舎の耐震

調査委託が進められており、調査の委託工期は３月２５日になってございます。 

この調査結果を待って、その後の対応を検討することになりますけれども、仮に強度不

足になった場合であっても、その工法が建て替えとなるのか、あるいは補強となるのかは

これは結果を見なければわからない状況でございますので、いずれにいたしましても、強

度不足を解消する工事においてでも、相応の工事費が予想されます。現在厳しい財政状況

の中で、他の事業などとの整合性を図りながら、今後も、工法も含め検討していかなけれ

ばならないということを考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

次に、「行政改革」についてでございますけれども、町としては、行政改革は継続的に取

り組むべきものだというふうに考えておりますし、簡素で効率的な組織機構の構築、情報
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公開による住民への説明責任を果たしながら行政経費の節減に努めるとともに、住民本位

の質の高い行政サービスの実現に向けて協働のまちづくりを推進することなどを基本方針

としまして、今年度、第４次訓子府町行政改革大綱を柱に改革を推進しているところでご

ざいます。 

また、地方交付税等の一般財源の減少によりまして、毎年度多額の基金を充当している

財政構造の改善を図るためにも、先の佐藤議員の質問にも答弁させていただきましたよう

に、「訓子府町財政健全化戦略プラン」を平成２０年度中に策定し、特定の部分に限定する

ことなく全ての領域にわたって、さらなる行政改革の具現化に努めてまいる考えでござい

ます。 

次に、「地域担当職員の配置」についてお尋ねをいただきました。この制度につきまして

は、地域に密着し、町民と同じ目線に立った行政運営を通じて、協働のまちづくりを進め

るためのものでありますけれども、平成２０年度の執行方針でもお示ししましたように、

町内会、実践会のご意見を聴きながら内部で協議を現在進めているところでございます。 

 町内会におきましては、町内会連絡協議会の視察研修で清里町を視察して、その後、役

員会で議論を重ねてきたところでございます。 

また、実践会につきましては、昨年１２月にアンケート調査を行って、各実践会と行政

とのパイプ役として、近隣町村や、あるいは他地域の情報提供といった職員の役割、サポ

ートが大変期待しているという結果が実践会長からのレポート結果として出ているところ

でございます。 

一方、庁舎内では各課代表の係長職等で構成している「まちづくり推進庁内連絡係長等

会議」におきまして、職員がどのように地域課題と向き合い、地域の生の声を聞き、町民

の皆様と「協働のまちづくり」をどのようにつくり上げるかなどの議論を現在重ねている

ところでございます。 

なるべく早い段階で、町内会長及び実践会長にお諮りをし、実現可能なところから制度

の導入を図ってまいりたいと考えておりますので、この点につきましてもご理解を賜りた

いと思います。 

次に、「総合行政ネットワークシステムの活用」でございます。このＬＧＷＡＮというの

は、国の行政情報化推進基本計画に基づいて、平成９年から運用が開始されたものでござ

います。地方公共団体の相互のコミュニケーションの円滑化、あるいは情報の共有による

情報の高度利用を図ることを目的に構築された行政専用のネットワークのことを言うもの

でございます。本町では、平成１５年に導入させたものでございます。 

このネットワークは、平成１５年度までにほぼ全ての都道府県及び市町村が参加して、

現在一部事務組合及び広域連合の参加のもと、さらに増加をしてきているところでござい

ます。 

このシステムの安全性につきましては、通常電子メールのやりとりにインターネットを

経由するところでございますが、このＬＧＷＡＮは専用回線を使用して、さらにデータの

暗号化や侵入検知システムなどの設置によって、機密性の高いデータのやりとりをするこ

とができるものでございます。ある面では、地方公共団体間専用のネットワークとも言え、

高いセキュリティを確保することができるものでございます。 

本町におけるＬＧＷＡＮの活用は、通常業務でも頻繁に行われている国、道、及び市町
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村間における電子メールのやりとりはもちろんでございますけども、厚生労働省、財務省、

総務省等とのデータの送受信、児童福祉などの申請業務などがあります。 

さらに、平成２０年度からは、後期高齢者医療に関する広域連合とのデータのやり取り

が行われることになります。 

したがいまして、庁舎内のネットワークと接続するＬＧＷＡＮシステムにつきましては、

現在の行政の事務には欠かすことのできないシステムとなっておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） ただいま、町長のほうから１０項目についてのご答弁がござい

ました。 

何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

まず、町の財政につきましては、１も２も関連するのですけれども、先ほど佐藤議員の

質問の中でこと細かく答弁がございましたので、違った視点からお伺いをさせていただき

たいと思います。 

 先ほども答弁の中にありましたけれども、地方交付税の減額を少しでも緩和するために、

昨年は町道の認定ということでいろいろと努力されていることは私どももわかっておりま

す。そのほかに、いろいろと手をつけていかなければならないという部分もあろうかと思

うのですけれども、お話を聞きますと今の町有林の関係の中で、他町にまたがっている訓

子府の森林の部分、町有林の部分があるということでありますので、できればその関係町

村等と話をされた上で、訓子府町の管轄に入るようなそういう協議も必要であろうかと思

いますけれども、過去にそういうような交渉なり、協議した経過があるのかお伺いをした

いと思います。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） ただいま地方交付税の算定の中で、いわゆる町有林にか

かわる交付税の算定の経過についていろいろお尋ねいただきました。 

正直申しまして、この普通交付税算定の際には、農林業センサス、このセンサスの結果

をもとに機械的に交付税に算入される仕組みになっているものですから、個別の自治体で

協議して決められるという性質のものではございません。したがいまして、これまでの近

隣町と協議した経過はございませんのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） ちょっと言い方が悪かったのかもしれませんけれども、現在そ

の訓子府の町有林の部分が他町村と言いますか、そちらのほうの土地の名義とか、そうい

うふうなことになっているのかどうか、その辺ちょっと確認をしたいのでもう一度答弁い

ただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） 町有林につきましては、他町の相内の部分に約４２２ｈ

ａ町有林がございますけども、これはあくまでも土地については北見市の土地ということ

でございますので、土地の名義は訓子府ということでございません。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） 質問の仕方が悪いのかどうか、ちょっと判断つきませんけれど
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も、４２２町がこれは北見の土地の部分ということで理解していいのか。 

 そうすると、その部分でできれば交付税やなんかの算定の上で、町の土地になればその

分の交付税がやはり少しは減らないで入ってくるのかなというような感じがしたものです

から、質問の仕方がちょっと違うのかも知れませんけれど、もう一度その辺お答えいただ

きたい。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 議員のご意見と言いますか、境界変更をすれば、当然訓

子府行政区域内の町有林面積というのは増えるということにはなります。ですけども、境

界変更するといったらちょっとまた別な次元の問題になりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

ただ、町有林として管理しているもの以外でも、町内の中には森林というのは確かにわ

ずかですけどもございます。そういったものも含めて、例えば今後農林業センサスの中で

の町有林の扱いをするときに、町有林のほうも含めていくだとか、そういったことによっ

て町有林面積を増やすということも可能かと考えますので、今後調査にあたりましては、

森林面積の確認を再度行いまして適正なと申しましょうか、少しでも交付税に有利になる

ような取り組みをしてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと存じます。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） わかりました。 

 続きまして、特別支援教育について再質問をさせていただきたいと思います。 

今回お話を聞きますと、５名の方が特別支援を受けるということでありますけれども、

本来であれば２学級をやはり父兄の方が想定されていたのですけれども、この５名が特別

支援教育を受けるということで１学級になるのかなというようなことも聞いております。

そうすると、やはり先生の目が行き届かないというような心配を父兄がされているという

ことでありますので、その辺の配慮も十分されているのかお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 平成２０年度の新１年生の入学につきましては、現在、訓子

府小学校４２名でございます。 

議員が言われたように、特別支援学級に本年度在籍する予定の児童が５名でございまし

て、学校の標準基準からいきますと、普通学級で４１名の場合は２学級ということになり

ますけども、実際４２名から５名の特別支援学級ということですので３７名の在籍という

ことになります。そういったことでは、１学級ということになろうかと思います。そうい

ったことで、現在学校におきましても、町の単独の臨時講師１名配置してございますので、

その臨時講師の対応も含めて、今学校のほうで検討をしてございます。 

ただ、訓子府小学校の場合は、本年度は１学級の学年が３学級ということになりますの

で、そういった部分で子どもたちに一番いい方法で今検討しているというような状況でご

ざいます。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） ３学級の中で、この部分は解消できるということだと思います

けれども、やはり今年から特別支援教育という部分で、かなり町も力を入れている部分が

ございますので、父兄が心配するようなことのないような取り組みをしていただきたいと
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思います。 

 次に、６項目の農地・水・農村環境保全向上共同活動支援事業について、お伺いをした

いと思いますけれども、先ほどの答弁の中で、交付税の中で補てんされるというようなこ

とでありますので、そうすると例えば国が２分の１、あと道が４分の１、町は４分の１と

いうようなところの部分で、その４分の１について交付税の中で賄い切れるというような

ことであろうと思います。説明もそうでありましたけれども、しかしながら、これから例

えば穂波地区、日出地区、まだかなりの地区が残っておりますので、そういう地区から要

望が出た場合も、十分それには対応できるというような判断でよろしいのかどうかお伺い

をいたしたい。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課業務監。 

○農林商工課業務監（村口鉄哉君） ご質問の内容でございますけども、現在、平成２０

年度の３地区について、予算、補てんをさせていただいております。それ以外の地区につ

いてでございますけども、一昨年の１２月、それから昨年含めましてそれぞれ地区の説明

会、それからそれぞれの実践会の会長等、事業の質問、それから事業の説明等を行ってお

ります。その中では、現在のところこの３地区以外について、基本的な部分で事業の内容、

それから実施の状況を考えますと、実際的にかなり難しいというふうに考えております。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） ただいま答弁いただいたのですけれども、この西富地区が取り

組んだ経過はわかります。途中、その経過の中でただいまのような答弁の中の部分で、各

地区に行って要望はないのかということで、お話をされたというようなことも伺っており

ます。そのときには、ほかの地区からは一切そういう要望も出ていなかったということで、

今回出てきたということは、今後もこういうこともありうるのではないかなというような

ことを考えますので、その観点からお伺いしたのですけれども、今のところそういうこと

がないということでありますけれども、今後そういうような問題が出てきたときには、対

応の余地があるのか、結構自分の考え方の中で、その経費の部分で交付税でまかなうこと

がなかったものですからお伺いしたわけでありますけれども、そういう制限はないと思っ

てよろしいのか、もう一度お伺いをいたしたい。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課業務監。 

○農林商工課業務監（村口鉄哉君） 今のご質問の内容でございますけども、事業要望、

基本的な考え方でいきますと、今回の農地・水・農村環境保全向上対策事業の本来の目的

でございますけども、これは国の補助事業でございまして、基本的な部分で対象としまし

ては、本州を基本とした事業の内容でございます。事業の内容につきましては、それぞれ

公共施設、農業の施設についての維持管理、例えば土砂上げ、それから草刈りということ

でありまして、それぞれ実施する場所によって単価が変わってきていると。例えば、畑に

ついては、反当たり１，２００円ということの単価によって決まっております。町の考え

方としましては、基本的にはその地区、実践会地区を基本として考えておりますので、例

えば柏丘地区、それから高園地区につきましては、かなり地区の面積が大きいということ

で事業費もかなり大きくなります。その部分で実際にその事業の中と、実際にできる事業

との兼ね合いがございますのでかなり難しい部分はありますけども、今後につきましては、

それぞれ実施希望が出てきた場合につきましては、地区と十分検討して進めてまいりたい
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というふうに考えております。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） わかりました。 

 次、７項目目のことでお伺いをいたしたい。現在、耐震の関係については、調査を進め

るということでありますので、関連でお聞きしたいのですけれども、今の庁舎の東側にあ

る望楼
ぼうろう

が何年か前から危険だから使用もしていないし、早急にそこに手を打っていかなけ

れば、あの部分が崩壊するようなそういうような危険性もあるというようなことも伺って

おりますので、むしろ本庁舎よりも先にそこの部分に手を付けるべきではないかなと思う

のですけれども、何か内部的に話が進んでいればお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤明美君） 消防庁舎の関係ですけども、今望楼
ぼうろう

の部分と消防庁舎の分離

の関係ですけども、今回３月２５日に調査の工期を迎えるわけですけども、その調査の発

注に当たっては、望楼も含めた全体の耐震の調査ということになっておりますので、それ

をどうするかという工法の提案もあると思いますけども、そのときにはそれを壊すですと

か、補強するですとかということは検討していかなければならないと思います。そのとき

に合わせていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） 望楼
ぼうろう

の部分も、全体的に今回の耐震調査の中で進めていくとい

うことでありますので、万が一何かあったときにやはり町民の方に迷惑をかけるようなこ

とはやはり避けるべきだと思いますので、その辺十分やはり考えて進めていただきたいな

と思います。 

 次、８番目の行政改革であります。先ほど職員の方々の給与の関係等も、いろんなこと

で行革を進めていくというようなことでありましたけれども、やはり職員の方とお話をす

る機会があって言われたことは、確かに今の町の財政から言って、自分たちも給料を削減

については理解はできる。しかしながら、その削減した給与の部分をやはり思惑だけで使

っていただかないほうがいいと。やはり目的を持った例えば教育関係、福祉関係に使うの

であれば、納得はできるというようなことを言っておられました。今回、追加提案で出さ

れますけれども、今の社会状況の中では本当は一銭でもやはり減らしたくないというのが

やはりみんなの考え方ではないかなと思います。そういう貴重な財源が、ただの一般的な

部分で使われるよりは、そういう教育、福祉の面で使っていくべきであろうと私は思いま

すけれども、町長はどう考えられるのかお伺いをいたしたい。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 先ほどの佐藤議員の質問でも、財政問題に関連して聖域はあるの

かというお話をいただきました。 

職員が小林議員に対して漠然と削減をするのではなくて、福祉や教育に一つの目的を明

確にしたほうがいいのではないのかという意見もあったというふうなことでございます。

私自身も、先ほどの答弁でも申しましたけども、給料を下げることをもって財政の悪化を

直す主たる改善策にはならない。下げることは当たり前だという議論には、私はちょっと

それは違いますと。しかし、財政状況全体の中で、人件費も手つかずではいられないとい

う今の私どもの町の状況を理解いただきたいという考え方でございます。 
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その点で言いますと、私は副町長を管内でただ一つ置いていません。町長の給料を管内

で一番安い給料にしています。その減った２，０００万円なりのお金を、福祉や教育にそ

れだけ特枠で回せるかという今そういう状況でもないということなのであります。その点

で言いますと、職員の働く意欲を失わせることなく、そして、町民のために役立つ公務の

仕事を全うしていただきながら、そして、財政の再建にみんなで力を合わせて、この数年

乗り越えていこうというのが人件費削減の思いでございますので、そこの点はご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） いろいろと財政的に厳しくなればなるほどやはり手をつけて、

本来であれば手をつけるべきでないところまでやはり手をつけていかなければならないと

いうようなことになっていくのかなと。 

私も議員やらせていただいて、もう９年目でありますけれども、そういうのは最近にな

ってつくづく感じるところであります。町財政が豊かであれば、本当にみんなニコニコし

て活動なりいろんな部分で仕事なりも含めて、毎日の生活がされるのかなというような感

じを特に強く持つものであります。 

次、９点目に入らせていただきます。地域担当職員の配置についてであります。先ほど

町長の答弁の中で、今の進め方、考え方なりについて答えがありましたけれども、地域に

配置する職員はどのぐらいの数を予定されているのか、仕事的にどの辺まで踏み込んで仕

事をされるのか、例えば福島県の矢祭町みたいな職員が土日、自宅にいて、町民の方の要

望があればいろんな手続きを処理するというところまで踏み込んで町長は考えておられる

のか、将来的にですけれども、その辺のことについてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 今、福島県の矢祭町のお話をされました。様々な行政改革の先駆

的な全国でも地方自治体運営をされている前根本町長の主案の中で、例えば清掃等につい

ては、すべて助役以下職員が実施しているという状況でもございますし、その行政職員の

数を５０名ぐらいまでもっていきたいという考え方も持っていたようでございます。 

そして、またこれは職員の自発的なということを前提にしたというほうがいいと思うの

ですけども、自発的にそれぞれの自宅で受付業務をやらしていただきたいという職員の側

の提案があってこそ実現できたというふうに私は当時のあれで理解しておりますけども、

本来的には職務命令できることではございませんので、私は今の現段階ではそのようなこ

とは考えておりません。 

ただ、今町内会、実践会、それから職員の中でも、話し合いを大事にさせていただいて

いるというのは、町長がトップダウンで職員に指示をしてやることなのかという私自身の

慎重な姿勢も一つはございます。 

すなわち、住民と行政のある種パイプ役を果たしていただきたい。単なる葬式や結婚式

のお手伝いとか、そういうことではないわけであります。行政に住民が日々思い悩んだり、

あるいは困っている課題に対して、それらパイプをさらに太いものにしていただきたい。

それは、ある意味では自発性も期待されていることでございますので、職務命令でこうす

れとか何人配置するという案は、今のところは控えさせていただきますけれども、いずれ

にいたしましても、早い時期にそうした願いが町民の思いを、実践会のアンケート等で出
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ていますように期待されているものを答える各町内会、実践会あるいは不可能であれば実

践会からでも担当職員を配置して、そういう期待に応えてきたというのが私の考え方でご

ざいます。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） よくわかりました。 

いろいろ地域担当職員の配置については、これから内部的な議論の中で進められると思

います。 

矢祭町のようなやり方が理想的だと言えば理想的ですけれども、あとは職員の方が自分

の仕事の部分も含めてどのぐらいやはりできるのかどうかというようなことになっていく

のであろうと思います。できればやはり町民の立場に立った中で進めていただきたい。 

特に、高齢化社会になりますと、役場に来るやっぱり年寄りの方も非常に大変になって

くると思います。そうした部分を地域の担当職員が代わりに「それなら俺が手伝ってやる

よ。手続きやってあげるから」というようなそういう気軽なことでお願いをできるような、

そういう進め方をしていただきたいと思います。 

あと１０項目目の総合行政ネットワークシステム（ＬＧＷＡＮ）の活用については、先

ほどご答弁ありましたので、その件についてはよろしいですけれども、関連で１つだけお

伺いをいたしたい。私もいじわるいのかどうかわかりませんけれども、毎年この住基ネッ

トの関係で質問をさせていただいているのでありますけれども、平成１９年度もやはり平

成１８年と同様なそういう利用件数なのか、昨年はかなり増加したのか、その辺参考まで

にお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町民課長。 

○町民課長（中山信也君） 今ご質問をいただきました住基ネットの関係なのですけれど

も、実際に町民の方にわたっております住基カードにつきましては、今年から「ｅ－Ｔａ

ｘ」等の申請で５，０００円の税控除等もあることもありまして、現在のところ全町民で

は２２名の方が発行されております。 

また、いろいろな制度で、例えば昨年の質問の中でも申し上げましたように、年金やな

んかの生存確認やなんか住基コードを使いまして、そういったことをやっているような形

になってございますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 質問が１０項目にわたりましたので、私自身が時間の関係もあっ

て発言を控えたこともございますから、その中でも私どもの思いも含めて数点お話をさせ

ていただきたいと思います。 

まずは、５点目であります。特別支援教育については、先ほど管理課長から答弁をさせ

ていただきました。これはまちづくり懇談会等においても、障がいを持ったハンデを持っ

た子どもたちの親御さんが何度か私どものほうに来て、そして、教育長を中心にして受け

て、今何とかその保育所も含めて、そういった人たちの支援の輪を広げたいという思いで

対応をしてまいりました。当然、学校でもこれについては学校長を中心しながら、あるい

は保育所であれば園長を中心にしながら、その対応に苦慮しているところでございます。

議員が申されたように、そのご期待に可能な限り答えれるような努力をして予算措置をし

てきましたし、また現実の中でそれが非常にまだまだ難しいということであれば、これら
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は教育委員会と協議しながら今後も対応してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 次に、７点目の消防庁舎でございます。総務課長から申し上げました。これはすでに住

民の中やあるいは消防団員の皆様方の中にも、様々な議論がございます。そして、建て替

えがいいのではないのか、望楼
ぼうろう

を取ってしまったほうがいいのではないのか、あるいは役

場の中に入ったほうがいいのではないのかと。そういう議論が、実は世論として様々な中

で出てございます。これはしかし、私は早い時期に耐震調査全体の耐震調査をすべきだと

いう指示をさせていただきました。それは思いや単なる危険だというものではなくて、そ

れが根拠に基づいて本当に望楼
ぼうろう

を外すだけで大丈夫なのかということも含めたそういうあ

る種の科学的な調査をまず優先すべきだと。その上で今後の対応を考えるべきだというこ

とで判断したことでございますし、その中心に消防職員や総務課長が当たっているという

ことでございます。 

そして、地域担当職員等についても、担当の町民課長を中心にして、今それぞれの議論

をしているところでございます。できるだけ早くご期待に応えるように、次の具体的な行

動の提案をしてまいりたいと思いますので、補足というよりはむしろ私自身が答えなけれ

ばならないことでございましたので、答弁とさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 小林一甫君。 

○１０番（小林一甫君） 終わります。 

○議長（橋本憲治君） １０番、小林一甫君の質問が終わりました。 

 ここで多少早いですけれども、昼食のため休憩をいたしたいと思います。午後１時から

行いますので、ご参集をお願いしたいと思います。 

 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは定刻になりました。 

 休憩を解き会議を継続いたします。 

 一般質問に入る前に、先ほど小林議員の一般質問の中で、町民課長から答弁の訂正があ

りますので答弁をいただきたいと思います。 

 町民課長。 

○町民課長（中山信也君） 午前中の小林議員からのご質問のときに、住基カードの発行

枚数の件数について、ご質問をいただきました。ちょっと私のほうで勘違いをして覚えて

おりまして、２月下旬から３月にかけて５件の住基カードの発行の申請がございまして、

現在のところ２７件となってございますので、ご訂正をいただきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） それでは一般質問を継続いたします。 

 次は９番、川村進君の発言を許します。 

 ９番、川村進君。 

○９番（川村 進君） それでは通告書に則り、一般質問をさせていただきます。 
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 私は、町議会議員に立候補したとき、町民の皆様に町政に無理はないか、無駄がないか、

業務委託は正しく行われているだろうか、本当に必要な公共事業が行われているか、町政

に「ダメ」「ノー」と言える人が町議会にいるだろうかと訴え、そして、私が議員になった

とき、「議会は動く」「町は動く」ということを訴えて当選させていただいてもうすぐ１年

を迎えようとしています。 

これについて、町長の９つの約束、７つの約束とかいろいろ出ていました。そのとき町

長は、主役は町民です。そして、町はサービス業であり、職員はサービス業の従業員です

と。そして、行政は町民の目線によって執り行われるものということを常におっしゃって

いたと思います。 

それで私は今回の質問、この「町民が主役である」「町民の目線に立った行政」というこ

とについて、中心に３つほど質問させていただきたいと思います。 

まず、１番はじめに、町道東１丁目線歩道工事の後処理についてでございます。 

 昨年の第３回定例会で一般質問をいたしましたが、町道東１丁目線歩道（旭町）の工事

について、この工事は平成１２年度から平成１６年度の５年間で直営工事により実施され

ましたが、私の質問に対して町側の回答に納得のいかない部分がありましたので、今回も

う一度質問いたします。この工事は「地元住民の声は現況とは違う縁石の切り下げがあっ

た」町側は住民の「縁石の切り下げをしないで」ということ、この違いによって起きた問

題で、住民は１６万円以上の損害を受け工事のやり直しをしております。この住民の方は

高齢で、身体に障がいを持ち、障害者手帳を交付されている方であります。 

 町長は「主役は町民」と言っています。当然、この損害は町が支払うべきものではない

かと思いますが答弁をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま町道東１丁目線工事の後処理について、昨年度の第３回

定例会に引き続いてのご質問をいただきました。 

議員が指摘をしている縁石につきましては、施工する前は住宅前と倉庫前の２ヵ所が下

がっていたものですが、関係者の希望により上げて施工を行ったものと聞いております。

これは、当時施工に係わったものから確認をしたところでございます。 

この件につきましては、直接関係者と協議を行い、当時の進め方についての説明を行っ

た上で、理解をいただいたものと考えております。 

また、昨年度、関係者本人が施工した歩道の切下げ工事につきましても、関係者本人が

頼んだものだから、その経費についてはご本人が負担するという返答でございました。 

 平成１２年度から平成１６年度の５年間に及ぶ直営工事におきまして、地域の皆様の協

力を得ながら進めた工事でございますが、関係者からの苦情等はほかには今のところはご

ざいませんでした。今後とも直営事業を含めた事業執行に際しては、地域の皆様の十分な

協議を行いながら進めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） これはどのようにお話があってということでありますが、このと

き私は直営工事については図面がありません。検査検定はありません。そして、町内会の

説明の有無についてはやったはずであるけれども、記録をなければ何もないという説明を

受けて、そして、本人が町職員との折衝によって、町では払えるものではないというよう
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な意味のこと。そして、これ以上難しい対応は、高齢で行政というものがよくわからない

から、そんなに面倒くさいのだったらもう払っていらないという返事をしたと本人が言っ

ております。そして、そのときそのあとからいろいろ調べました。そうしたところが、平

成１２年までにこの土地切り下げがあったときには、隣の商店の駐車場として月１万円で

貸していたところです。 

そして、町職員の説明は、私に３者の立ち合いのときの説明では、畑の土が流れるから

上げてくれというそういう説明でした。建設課から説明を受けました。ところが畑はあり

ません。そして、この件につきましては着工前の写真が１枚出てきて、であれば畑はあっ

たのかと言ったところ畑はなかったと、町職員がはっきり言っております。 

そして、平成１９年５月に本町の火山灰販売会社の１０ｔ車によって火山灰を入れ、そ

して、その１０ｔ車の半分の堆肥を入れて畑を作ったものです。それなのに町側は、町職

員からの説明は、畑の土が流れるから高くしてくれと言ったというそういう説明でした。

ところが、ない畑の土が流れるわけはないのです。なぜ、そのような取って付けたような

説明になるのかこれは不思議です。そして、このとき説明を受けたのでは、現況に沿って

歩道を整備されたと言っております。であれば、当然下がっていたのだから下がったよう

に歩道は整備されるはずなのです。ですから、私が間違ったというのであれば、できるだ

け早く必要な部分だけの切り下げを町側がやってくれれば、事は何にも問題は起きなかっ

たはずなのです。それをなかった畑の土が流れるからとか、何も行政についてわからない

７５歳を過ぎた方に、こう言ったああ言ったそういうことでは町長が言われている町民が

主役でないと思います。町職員の保身のために取って付けた私は説明だと思うのです。い

かがですか、町長。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） この問題は、すでに平成１２年から平成１６年度の８年前、もし

くは５年前に行ったら直営の事業でありますから、当時の担当課長あるいは担当したもの

が町職員ではもうすでに実際にはいないという状況の中で、私は担当課長に次のような指

示をいたしました。「行政は、例え１０年前であっても連帯して責任があるのだと。言って

いる町民の方が、言っていることが正しいのであれば、適切な処置をしなさい。その方が

どのような状態であっても、それは無理難題であったり、個人のご都合だけで施工したと

すれば、それは町が今後負担するかについての一概にすべて良しということにはならない

ですよ」という話をしました。 

それはとりもなおさず、すべての町民の視点に立つということは、平等であるというこ

とですから、議員が言うように障がい、ハンデを持っている方であろうがなかろうが、そ

れは等しく対応するのが行政の基本姿勢でございますから、ある意味では私どもの職員が

当事者とお話をして、これはやむなしということの判断で今日に至ったという報告を受け

ておりますので、もしそのようなことが事実と異なるということであれば、あらためて、

これは議会の一般質問というよりは、現実的な対応としであらためてご本人とお話をさせ

ていただきながら、そして、納得いただく、あるいは私どものほうに過去には過ちがある

とすれば謝罪し、そして、行政が適当な負担をさせていただくということが筋でないかと

いうふうに私はとらえておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 
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○９番（川村 進君） わかりました。 

 今のお答えでやっていただく、その内容それらはやはり町が押し付けるものではなくて、

きちっとすべて今申しました火山灰販売、そこに払われた金額、工事を施工した業者の金

額、そして、隣の商店に何年間貸していて、平成１２年に工事をはじめるときに、その方

とのお話し合いはどういうふうになってあの駐車場の取り止めを行ったか、すべて私はき

ちっとお調べいただいて払うか払わないかよりも、町職員の姿勢だと思います、私は。 

これは、今回もよくお話するのです、先輩議員と。６月に町職員の意識を、横のつなが

りいろいろきちっと、緊張感を持って行政にというお話、先輩議員がしてくれています。 

そして、町長が言われる町民が主役であるということを考えたときには、やはり目線は

町民そうだと思います。ですから、この町長がやっていただけるということでしたら、や

はりきちっとやっていただければ、私は何ら問題はないと思いますのでお願いしますし、

納得して次の質問に入らせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） １つだけお話させていただきますけれども、すべての町民に平等

であるということは、少なくても誰それこれ差別なくきっちり職員一人ひとりが向き合う

というのは当然のことであります。そして、おっしゃっていることが当然のことであれば、

それは正していかなければなりませんし、それはご本人も含めて勘違いをされている等の

ことであれば、それは公のお金は支出することができないというのが基本でございますか

ら、言っていることの正当性やあるいは現実的にどうだったのかという確認の中で進めさ

せていただきたいということであります。 

そして、職員が保身主義だと。これは、私はそういうことがないというふうに信じてお

りますし、もしそのような立場で職員が対応しているのであれば、町長としてご本人にも

謝罪をきちっとしなければならないというふうに考えておりますので、そこのところは川

村議員が第三者とし立つことよりも、むしろ私たちはご本人ときちっと向き合っていかな

ければ、誠実に対応していきたいということでございますので、理解をしていただきたい

と思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） わかりました。 

 とにかく何も申しません。町側が、行政側が誠意ある対応をお願いしたいと思います。 

それでは質問を変えます。 

 それでは、ゴミ処理とゴミ収集に係るコンテナについて、２つ質問させていただきます。 

 町民課を中心に、ゴミ収集についてがんばっておられます。１２月末に留辺蘂町一般廃

棄物処分場に埋めるゴミを搬入しようとした町民が立腹され、私に連絡してきました。 

 これには、今まで何も言わずに持ち込んでいた品物が北見へと言われたと。町の係員に

説明を受けると、産廃処理業者とその車両はこの施設への搬入はできないということでし

た。町側は、これら産廃許可を受けている者への説明をどうしていたのですかということ。 

 また、職員は廃棄物の確認、また車両の確認は必要なく、実施していないということで

す。私は、これは大変必要なことだと思います。あとでお話しますが、この件について町

長はどう思われるか、答弁をお願いしたいと思います。 

 ２つ目に、第３回定例会において、コンテナの数量が不足していないかと伺っておりま
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す。 

 これについては、町職員は物品管理に甘さはないか、また、物品、備品というものはす

べて税金で買われる。税金は町民のお金であると。この件について、答弁をお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ゴミ処理とゴミ収集に関するコンテナについて、２点のご質問を 

いただきました。 

１点目の「一般廃棄物処分場への搬入の関係について」でございます。留辺蘂町外２町

一般廃棄物処理場につきましては、ＰＦＩ事業によりまして設置されたもので、施設の設

置及び事業の管理のすべてを民間事業者が運営しているところでございます。 

この処理場は平成１６年４月から北見市、旧留辺蘂町でございますけれども、置戸町、

訓子府町民の一般廃棄物の受け入れを行っている施設でございますけれども、開設当初は、

町民の方に対する啓発もまだ行き届いていなかったこともありまして、処理のできない廃

棄物も搬入され、持ち帰ることになったこともあり、ご迷惑をおかけしていた事例も聞き

及んでおります。 

その後、管理・運営する民間事業社、各関係自治体担当者などで協議し、搬入される廃

棄物の内容及び排出状況などを詳細に聞き取り調査し、許可書を発行するという扱いとし

ているところでございます。 

ご質問がありました事例につきましては、はじめに来庁されたときに搬入される物につ

いて内容を確認したところ、解体業務を委託発生した廃棄物であることがわかったために、

同じ廃棄物であっても産業廃棄物の扱いになることから、留辺蘂町外２町一般廃棄物処理

場には搬入できない廃棄物と取り扱ったところでございます。 

産業廃棄物につきましては、一般廃棄物とは異なりまして、事業者の責任において処理

することが基本とされ、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物収集運搬業につきましては、北

海道が許可する事務でありますので、町からは特に詳しい説明等はしておりませんでした

けども、産業廃棄物処理関係につきましては、一般廃棄物よりもさらに規制が多くなるこ

とから、事案に応じ関係者に対して、今後必要な説明をさせていただきたいと考えている

ところでございます。 

 なお、過去に「職員が廃棄物の確認、車両の確認の必要がない」といった点につきまし

ては、あらためて、過去に遡りますけれどもお詫び申し上げ、今後十分注意して事務を進

めてまいります。今後におきましては、排出者の依頼に応じ、職員が現地に出向き廃棄物

の確認や説明などを徹底していきますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の「スチールコンテナの数量の関係」でございます。平成１９年第３回定

例町議会においてもご質問をいただきました資源ごみの収集しているスチールコンテナに

つきましては、昨年５月に確認しご報告申し上げましたところでございます。 

このスチールコンテナは、平成１１年からはじめました町の資源ごみの収集・分別に使

用しておりまして、平成１１年７月２９日に３０基、９月２８日に４０基、翌年、平成１

２年５月１６日に３０基、平成１６年４月２８日に２０基を購入し、全部で１２０基、本

町では所有しているところでございます。 

数量確認につきましては、本年２月１日に確認しており、北見市リサイクルプラザに空

びん輸送用３基、旧留辺蘂町リサイクルセンターに空びん輸送用３基、分別作業用２基、
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その他７基、町の旧廃棄物処分場に資源ごみ保管用９８基、資源ごみ収集委託業者の敷地

内で給食センターの廃棄物保管用などの５基、また、２月１日の確認当日は町内会地区の

資源ごみ収集日でありましたので、委託業者の収集車両に２基を使用しておりましたので、

合計１２０基を確認しているところでございます。 

 また、ご質問の「町職員は物品管理に甘さはないのか」のご指摘でございます。これに

ついて確認の結果、平成４年１０月に購入しています大型のスチールコンテナ６基がござ

います。 

大型スチールコンテナを購入した今から１５年前の頃でございますけども、増大するゴ

ミが社会問題になって、資源の有効利用を図ることを目的に、各家庭や町内会、実践会で

リサイクル運動の一環として空缶の分別が始まった時代でもございます。当時は、かさば

る空缶をいかに効率よく資源の有効利用を図るかということで、空缶圧縮機の１台、大型

スチールコンテナ２基、物置を１セットとし全部で３セット分を購入し、栄町役場駐車場、

日出地域集会所駐車場、旧廃棄物処理場に設置し、リサイクル運動の一翼を担っていたも

のでございます。 

その後、空缶の中に異物などの混入が目立ち始め、圧縮した缶を業者が引き取らなくな

ったことから平成１０年度で使用を中止しているところでございます。当時、購入した６

基の大型スチールコンテナにうち、３基については、現在も旧廃棄物処理場で蛍光管及び

フレコンなどの保管用として使用しておりますけども、残りの３基については、使用の用

途もなく、町内栄町大型車両車庫西側等に置いておりましたけれども、役場庁舎及び事務

所の引っ越しも重なって、その所在が現在では不明となっております。備品の廃止の手続

もなく、所在が確認できない状況につきましては、議員のご指摘のとおり、ある意味では

大変管理に甘さがあるのではないかというとおりでございます。あらためて、この場で謝

罪を申し上げ、今後におきましては、物品の適正な管理に努めるように、事務改善等を図

ってまいりますのでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） 今、大変丁寧に数を、お調べの数字をいただきましたけれども、

このときに私は一度しか行ったことありませんけど、旧の焼却炉をしていたときに、まず

第一に段ボール、紙類、ビン、缶はアルミ缶、それにスチール缶と５つ、それに鉄くず、

タイヤ類、これは野ざらしということでしたけれども、まだほかに５基ほど使われていた

記憶があります。 

それで、平成４年に買われた６基というの、３基がなくなったというのですが、本来１

１基あったのではなかろうかと思います。でも、それはもう２０年来経てますから、どの

ような処理をされたか、しかし、物品に対する甘さ、備品に対する甘さというのは、先ほ

ど来申していますけども、町職員の意識であろうと思います。 

それで、今回なぜこのゴミが私からもう一度出たかということ。タイムリーに４月１日

から北見市に、留辺蘂町で処理をしているプラスチック製の物が、今度は北見市で処理料

を１ｔ当たり４万２，８００円というふうに道新に報道されまして、今３万円を切ってい

る処理料から一度に１万３，０００円ほどの値上がりがされると。そのとき、町職員がき

ちっとこのゴミ処理についてやっていただかなければ、今言われている町の財政を蝕むも

のの中に入ってくるのではなかろうかという大きな心配があります。 
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それで今回燃やすごみについては、トン当たり２，０００円ぐらいの値上がりがあるか

もしれないと言っていますけれども、今回はもっともっと処理費がかさむ恐れがあるので

す。ですから、町民課はご苦労かもしれないけれども、もっと厳密に厳正にこの資源ゴミ、

また燃やすゴミには対処していただかなければ、これは由々しき問題。一番大切に行政が

言う財源を圧迫するものになり兼ねない、そういう心配がありまして私は言っております。 

簡単でいいです。今後どのようにされるか、ちょっと町長お願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 使われなくなった備品につきましては、備品台帳から削除すると

いう事務手続きが必要でございます。当然使われないと言っても、なくなったからという

ことにはなりませんので、この点につきましては私どもの甘さということはご指摘のとお

りでございますので、私も含めて今後このような備品管理については、当然のことですけ

れども注意をしてまいりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 さらに、もう１点目の廃棄物の管理というのはまた別問題でございます。容器包装廃プ

ラスチックが、今まで留辺蘂に入れていたものが北見に持って行かなければならない。そ

のことによって、処理料がかなりの部分でアップする。 

それから、さらには燃えるゴミが、今トン当たり１万６，０００円でこの３年間推移し

てきましたけども、北見から２万５，０００円で出せという、一歩も引かないという状況

がこの何ヵ月間か続いているのも現実でございます。これはもう担当者レベルのお話だけ

ではなくて、置戸町長、訓子府町長、北見市長のそれぞれの自治体の理事者の協議と検討

の中で決断をすることでありますので、職員は現実的に安心安全の廃棄物処理をどのよう

に事務的に、あるいは具体的に進めていくかということでは、職員あるいは委託先も大変

努力しているところでございますけれども、料金等の問題については、我々理事者の責任

において北見と事務的な詰めをしながら予算提案させていただいているということでござ

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） わかりました。 

 今、僕も驚いたのですが、９，０００円も上がるのですか、そうですか。僕は２，５０

０円ぐらい上がるというような認識でしたけども、そんなに上がるのだったらより一層を

きちっと分別収集いろいろやっていただかないと。どうですか、これは。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 今、私が申しているのは、燃えるゴミの処理料がトン当たり１万

６，５００円が２万４，６００円になるということでございます。その辺ではより一層と

いうのは、これは料金の設定の自治体間の問題でありますので、日常のゴミ収集の事務、

あるいは収集の作業とはまたちょっと意味が違いますので、そこのところはご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） わかります。 

しかし、ゴミ減量化というのには取り組んでいるわけですから、町は。ですから、より

一層厳しくゴミ減量化を進めてもらわなければならないということで、私の言うのは「ゴ

ミ減量化大作戦」名付けて、要するにやっていただけるかどうかということです。どうで
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すか。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 私は、ゴミの有料化のときのゴミ課長でございました。そして、

町民の皆様の大変なご努力をいただいて、各家庭から焼却炉を一掃し、そして、環境保全

のために燃えるゴミは燃やさないと。そして、袋で収集をして、そして、軽減化を図って

いく、さらには資源ゴミも再利用する考え方で町民の皆様に７５回の説明会を開催し、ご

理解をいただいているところであります。 

その点で申しますと、今一部だというふうに理解しておりますけども、ゴミをドラム缶

なんかで燃やしている人も少しずつ見えてきているような状況もありますので、これは本

来の今年は環境サミットもございますので、原理原則に戻っていただいて、町民はもちろ

ん分別の町民の皆様にご協力を申し上げなければ、ご依頼をしなければなりませんけれど

も、国民挙げて環境保全のために皆さんで協力していただきたいという行政としてのアピ

ールを今後も引き続き行ってまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） わかりました。 

 それでは最後の質問に入らせていただきます。 

今回、新しい予算書の中に道路整備というのが入っております。この件について、今年

度の予算案の中に「幸町道路整備事業」が実施されるとあります。旧ふるさと銀河線駅舎

西側に新設される道路と思われます。ふるさと銀河線跡地利用等検討協議会で、当初「道

路はなくても良い。つくってくれるなら、それでも良い」という発言だったと思います。

それが発展して、新設のための予算が出てまいりました。 

 これについて、まず道路整備というものは新設ですか。一般的に整備と言うのは、すぐ

に役立つ状態を整備と言うのだと私は思います。 

 ２つ目、新設されようとしている場所は、一時避難場所に指定されております。この一

時避難場所については、どのように認識されているかわかりませんけど、除雪交通安全対

策等問題もたくさん出てくると思います。 

 ３つ目、またこの町長の公約には、幸町道路整備事業道路新設はなかったと思います。 

 ４つ目に、要望という事項からあった、要請があったということを私は聞いております。

そうしますときに、他の町内からもたくさんの要望・要請が出ていると思います。この要

請・要望についての優先順位がありますか。町長、お答えをお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 道路整備につきまして、とりわけ幸町線の道路整備についてのお

尋ねをいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

今回、予算に計上しております幸町線の実測線調査業務、これにつきましては、幸橋の

歩道拡幅と、訓子府駅構内を縦断する道路を新設するための調査と合わせて行うものであ

り、特に道路部分につきましては、交通安全上のことに配慮する必要があることから、線

形を含めた調査となっておりますので、この点につきましては、まずご理解をいただきた

いと思います。 

議員ご指摘のとおり、この道路を新設整備しますと一時避難場所が分断されることや除

雪の問題等も懸念されますけれども、これらにつきましては、支障が出ることは許されま
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せんので、調査の中で十分に配慮して、最終的な線形の決定をしてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

町としましては、鉄道で分断されている市街地形成を一体化し、均衡ある市街地整備を

するためには、鉄北地域と中心市街地を結ぶこの道路の新設は、必要不可欠なものである

と考えておりますので、この点についてはご理解をいただきたいと思います。 

また、ご質問の中でこの調査に係る予算に関連して、私の公約にないことや優先順位に

ついてのご指摘がございましたけれども、議員もご承知のとおり、この道路の新設につき

ましては、これまで行ってきた議員協議会での意見交換や、ふるさと銀河線跡地利用等検

討協議会における意見集約の結果、さらには鉄北地域の代表者から、狭くて危険な幸橋の

歩道拡幅と合わせ、縦断道路の整備をお願いしたいとの要望を踏まえながら、最終的には

他の路線と比較しても極めて優先度が高いという判断から、今回調査設計の提案をさせて

いただいたものでございます。ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） この幸町線の橋梁というのは、全員協議会において説明がありま

せんでした。そして、議案書の中に企画財政課長からの説明で初めてできたもので、全員

協議会で説明されないものが何で議会に議案の中に入って出てくるのかこれ不思議なので

す、まず第一に。 

それから、この要望書を要請書というものは取り扱い要領があり、そして、保管部署が

あり、保管年月が決められてきちっとした書類上のもので、当然町が受付をして、それら

が経路図をもってどこで受付して、どこへ回ってどこが保管するか、保管年限は何かとい

うと、これは公文書の役目をするはずです。そうすると公文書と同等の効力があるもので

あれば、私たちを見せていただけると思います。どこでどういうふうに見せていただけれ

ばいいのかということと、私が住んでいる地区からは過去に４度、私が１度、５度要望書

を出しております。 

そして、私の友だちの住んでおられる地域からは３０年来要望し続けたという道路があ

ります。そのときに、町長が言われる公平性であるとか、それらはどういうふうにお考え

かわかりませんけれども、３０年来続けて要望されて、そして、途中で切れてしまって、

そのあと進まない道路、そして、私道ということで袋小路に家を建てれないからというこ

とで、自分の土地を道路にしたところに町が下水管を埋設した。これはおかしいと思いま

す。袋小路に家は建てれない、消防法から何からで家が建てれないというと家建てた。固

定資産税は遠慮なしにかかってくる。道路の整備はしてくれない。そして、下水管を埋設

したらその道路がボコボコ春先になると凍上して、何度といって何回も折衝をしても道路

を埋め立てしてくれない、直してくれないと。 

そして、今回どのようなことでどういうふうにお話が進んだのか、鉄道跡地利用のとき

に要望があったという、要請があった。そのとき私、町長に「町長何かおやりになる予定

がございますか」と言ったら、町長は「ありません」、そして、企画財政課の係員に、であ

ればその道路を予定するところで何人の人間が通る、車何台の通る予定、どういうふうに

計算されているかと言ったら、一切そういうものはまだやっておりませんということでし

た。 

一番大切なことは、国が今道路行政においてやられていることは、まず第一に私の知っ
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ている範囲では渋滞解消です。そして、渋滞解消に続いて、それに付随して交通安全対策

です。３つ目に、児童・学生の通学路に対しての安全対策ということで道路を整備してい

るということで、そして、その中に利便性というものは入っていませんでした、僕が調べ

た感じでは。 

ところが、今要望があった何々というその中に、最初はそこに道路があれば便利だ、付

けてもらったら都合がいいという話で進んでいたはずです。そこに橋梁の拡幅が入り、歩

道の拡張整備というものは何らの話もなかったはずです。なぜここに降って湧いたように

出るのか、過去に置いて行かれている私どもが住んでいる地区の道路、これは雨が降る度

に問題視されています。それで、もう１つの３０年来という道路は、私たちはあえて地名

も言いませんし、何も言いませんけども、これはきちっと行政側は知っている道路です。

それなのに降って湧いたような道路が予算が付いて、そして、絶対に必要ないと思います。

その道路が新設されるのであれば、町民の目線での行政ではないと言わざるを得ません。

町民が今まで３０年来訴え続けている道路が後回しになって、新設が先になるというそう

いうようなものではないように思います。 

そして、橋梁の拡幅は入っていませんでした。歩道も入っていませんでした。取って付

けたような、そういうような気がします。どうですか、町長、お答え願います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ２、３点にわたって、ちょっと丁寧に説明させてもらわなければ

ならないと思います。 

まず、１点目です。歴代の町政や町民課等の住民活動の行政のところで、要望事項を毎

年取りまとめしてございます。これは、町内会長や実践会長を中心にして、各地区の道路

やいろんな生活上の問題についての要望事項がたくさんあってまいります。これはまさに、

川村議員がおっしゃるとおり、それらについては何とか実施していかなければならない。 

そのときに予算がないからできませんという、補助等や起債等の対象にならないからで

きませんという回答を多くはさせていただいている。それは長さが１００ｍ以上ないと補

助の対象にならない、起債の対象にならない。 

それから、一方では先ほどの質問でもありましたそれを乗り越えるために直営で事業を

やらせていただくということを含めて、何とかスピードアップを図りたい。私は町長にな

ってから、担当課長に毎年同じような回答するのであれば意味がないと、できるだけ生活

道路については早くスピードアップを上げるようにという指示も含めて、昨年と比較しま

すと、直営も含めて前向きの道路整備が出てきたというふうに認識しております。 

今、川村議員からありますように、町内会からの要望事項で、最近で言いますと平成１

９年６月８日、西幸町の町内会から歩道橋の設置ということで、幸町線１２線の橋が狭く、

車の出入りが多くて自転車、人が通行するのに非常に危険が伴うので対策をお願いしたい

という要望が出てございます。これがまず１つ。 

それから、含めてやるのであればこれらの緊急性と、それから銀河線のもう１点は跡地

利用の問題であります。これは川村議員もご出席であったことですからご存知かと思いま

すけれども、１２月に銀河線の跡地利用協議会という会議をさせていただきました。その

ときに、私は中心部分の跡地利用をいかに考えたら良いかという提案をさせていただいて、

とりわけ訓子府駅構内のありようについての提案をさせていただきました。そのときに、
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第１案、第２案、第３案をご提案申し上げて、かなりいろんな立場からのご議論をいただ

きました。 

とりあえずは、ふるさと銀河線の用地の新しい施設を設置するというよりは、まずは南

北に道路をつなぐということを、そこをまず一番先に考えましょうと。用地確保もいたし

ましょうという考え方を申し上げて、さらにとりわけ駅構内の相内線から西２５号の間を

どうするかと。その中でいろいろ議論ございました。小澤商店から北側に突き抜けてほし

いという。そこは農協の倉庫や、あるいは小野寺さんの出入り等があって非常に難しいと

いう状況が出されたり、各種の意見の中で第１案である南北道路の貫通を、車道を車が通

れるように、あそこの今回提案の東幸町線の１２線とつなぐというのが、ほぼ多くの方が

そういう意見で町はそのように計画を進めるべきだというご意見をいただきました。私ど

もはその点で申しますと、銀河線の跡地利用をどのようにするのかと。もう売ってしまっ

てからでは南北道路は造れませんので、まずは跡地利用をどうするかという点では道路を

つなごうということで、この第１案をご理解をいただいたということで、しかし、まだま

だ課題はございます。 

冒頭申しましたように、避難場所や、あそこは補助をいただいて、あの全体のエリアを

設置しているところでございますから、いずれにしても、今すぐ今年でも着工できるとか、

そういうものではございませんので、いずれにしても、将来に向けて調査をしながら、そ

して、地元の住民にさらにご理解をいただいて、実施の方向でするという考え方でござい

ますので、決して私自身が道路をそこの南北に縦断することが政策にマニフェストに上が

っていないから、ほかの道路は１本たりともしないなどということとはまた違うというこ

とでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） この幸町線というものが、新しくできない、造らないというもの

であれば、町長、１５０万円の委託料というのはどういうことですか。違うでしょう、こ

れは、町長。ちょっと待ってください。大体、跡地利用の問題については、あのときに一

番最初に出たのは、はっきり申し上げます。道路はなくてもいい、そして、造ってくれる

のであれば、それでもいいということで話は出ていたはずです。町長そうでないのですか、

どうですか。あまり長く、質問時間なくなってしまうから。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） あの道路については、やらないということではなくて、やるとい

うもちろん方向です。今すぐというふうには言っていませんけども、それから道路はいら

ないなんていう話が、あの銀河線の跡地利用協議会の議論では私は承知していませんし、

顛末にもありませんし、川村議員の勘違いではないでしょうか。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） 勘違いではなく、これは町長、なかったらなくてもいい、造って

くれるなら造ってもらってもいいという話。僕はいくら耳が悪くても、きちっと聞いてお

ります。そして、町長に私は跡地に関して町長が何かやりたいことはありませんか、ある

のではないですかと。これについては、私は本当は深い意味があったのです。町長は、レ

ールバスを走らせるということを公約に出していました。ですから、私は全員協議会にお

いても、「町長、そう言ったのだから何か跡地で何かやってくださいよ」と、僕ははっきり
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言っています。ですから、新しく何かをやって活性化を図るということ。であれば、当然

そういうところから入っていただいて、そのときにやってみて本当に必要であれば、道路

を新設されるというのが私は筋であろうと思います。はじめに道路はありき、誰が通るか

わからない道路、一時避難所を分断してそこに道路ができると、また雪の壁であるとかい

ろいろ。 

私は、もう６８歳ですけど、僕は小学校の６年生のときの謝恩会、昭和２７年３月３日、

訓子府町において十勝沖地震に遭っています。そのときに一時避難所というのは、全然誰

もが認識していないときです。下級生はたくさん１年生から５年生までいました。どこに

逃げたかわからない。なぜかというと、謝恩会で七輪にいっぱい炭で火を起こして汁粉を

作っていた。そのときに地震があった。そしたら先生は、とにかく学校を焼いてはいけな

いということで、火を消すのに逃げるところではなかった。そのときに、下級生や何かが

どこに逃げたかも確認していません。ところが私の弟もいましたから、一時避難所がきち

っとあれば、そこに逃げているから当然安心して火を消すのに力を出せたのです。ですか

ら、この一時避難所というのは生命線なのです。そこに道路が付いた、何かが起きたとい

うときに、そこに車がどんどん入ってくる。今度は二次災害、三次災害です。今度は交通

安全対策にやってきている。もう何分だ、６分ある大丈夫ですね。町長、一時避難所とい

うのは、これは軽く考えないでください。 

私は昭和３０年２月１３日に私の家から火が出て、昭和１４年以来の大火にあって丸裸

で逃げています。そのときにも一時避難所なんていうのはありませんから、家族がどこに

逃げたかどこに行ったかわからないで半日過ごしています。この一時避難所というのが、

そのために設けられたものであって、それを分断して道路を付けられたり、そういう場所

では絶対一義的に絶対ないと思われます。ですから、これはどのように要望があっても要

望の優先順位を決定しない付けないということであれば、絶対にお止めいただかなければ

いけないと思います。 

私は、町長が言う「安全で安心の町」というそういうお話をしていたと思います。安心

安全というとは、こういう一時避難所、こういうものがきちっとなっていること。消防自

動車やら救急車やらいろいろなことも含めて、そういうものがきちっとなっていたときに、

はじめて安心安全だと思います。そして、高校のグラウンドが一時避難所に指定されてい

るという総務課の担当者からの説明で私行ってきました。雪がすごい、そして、施錠され

ている部分があります。もし地震があったときには、あそこの塀、いろいろものが倒れて

いたら避難はできません、そこへは。事実見てきています。そして、町長も訓子府町にお

住まいになってから昭和５４年、５５年かな、３月に雪解け水で穂波団地、今回整備をさ

れてリフォームされるところに、職員がものすごく集まって、融雪期の大水、暖冬異変で

すごい事件があったはずです。そのとき職員が何人も出ていろいろなことをやっていまし

た。僕見ています。ということは、いかにこの一時避難場所が大切であるかということは、

認識していただかないといけません。そこに道路は絶対にいりませんし、もし造ろうとさ

れるのであれば、個々に全員にお調べいただいて、私は重ねて申し上げます。一時避難所

がいかに大切か、一時避難所に道路は造るべきではない、そう申し上げます。いかがです

か。 

○議長（橋本憲治君） 町長。残り３分になっていますので。 
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○町長（菊池一春君） 簡単に申し上げます。 

公が道路を造る場合において、避難所を回避あるいは変更する等については、防災会議

に諮った上でのことでございますので、それがなければ非常に難しい。だから、当然そこ

に道路を造るということは、それらに対する対応も当然求められるということは、当たり

前のことでありますので、それはこれから努力をしてまいります。 

それから、２点目です。私自身がバスを走らせると言ったことについては、これはこう

いう言い方であります。一度１市６町の自治体の町村長が決断したことを覆すということ

は非常に難しいと。しかし、ＴＭＲも含めたバス等の走らせることについても可能性を追

求したいということでありました。これは山本議員の質問に対しても、行政報告でも申し

ましたように、近隣の陸別町、北見市、置戸町の町長に確認しても、これは非常にできな

いという判断の中で、道路の切り下げや、あるいは切断ということの決断を行政報告でも

させていただいているところでございますからご理解をいただきたい。 

それから、利用者等の検討会議で発言がいろいろ出ました。川村議員は、道路整備はい

ろいろな影響が出る、しかし、スピード感が必要だという発言をしてございます。私のと

ころのこれはもう全然変更していませんから、各町内会長からも東西幸町の中心にも位置

し、南北貫通をぜひしてほしいと、するほうが良いという意見。また、予算的に可能であ

れば、第１案というのは先程言った私どもの今の提案であります。しかし、ロータリーの

接続部分が交通安全上心配であるけれども、第１案がいいのではないか。さらには、障害

者団体のほうからは、第１案に賛成、そして、交通安全協会等に所属している町内会長は

第１案に賛成だということで、全体として今後、第１案で進めるということをあの場で全

員で確認したというのが、その会議の正当な理由でございますので、そこのところは川村

議員、私は嘘は申しているつもりはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 川村進君。 

○９番（川村 進君） ありがとうございました。また、質問させていただきます。 

終わります。 

○議長（橋本憲治君） ９番、川村進君の質問が終わりました。 

 ここで午後２時１５分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り議会を再開いたします。 

 先ほど、川村議員の一般質問の中で、町長から答弁の修正がありますので、答弁をいた

だきたいと思います。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 議長のお許しをいただきましたので、川村議員の説明に、私の答

弁の誤りがございましたので訂正をさせていただきます。 

 先ほど、本来「ＤＭＶ」と発言をするところを、次の西山議員の質問にありました「Ｔ

ＭＲ」というふうに言ってしまいました。正しくは「ＤＭＶ」「デュアル･モード･ビークル」

の過ちでございましたので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（橋本憲治君） 引き続き、一般質問を継続いたします。 

 次に２番、西山由美子君の発言を許します。 

 ２番、西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） 通告書に従いまして、町長にご質問いたします。 

 まず最初に、福祉政策に携わる民生委員の役割と位置付けについて。 

 本町の地域に配置されている１９名の民生委員は、昭和２３年に制定された民生委員法

に基づき、民間の奉仕者として、社会福祉の増進に務めることを任務として、厚生労働大

臣から委嘱されています。この６０年間の間に日本の社会状勢はめまぐるしく変化し、人々

の家族構成や親子のつながりも多様化し、多くの問題を抱えています。また、高齢化によ

る独居老人も増え、地域の民生委員の役割は一層強く求められていると思うが、今後の充

実した福祉業務を進めるために、住民と民生委員と自治体がどのような連携をとっていく

のか、次の５点について町長の考えを伺います。 

 １つ目は、高齢者への対応についてです。 

 ２つ目は、児童問題への対応と要保護児童対策地域協議会の設置についてです。 

 ３つ目は、ふれあい推進事業の活用状況について。 

 ４つ目は、里親制度の周知について。 

 ５つ目は、町内会活動と民生委員の連携と協力体制についてであります。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま福祉政策に係わる民生委員の役割と位置付けについて、

５点のご質問をいただきました。 

 まず、１点目の「高齢者への対応について」のお尋ねでございます。本町におきまして

も、高齢化が進み、人口に占める６５歳以上の割合は２８％を超え、今後、さらに増加す

るものと予想されております。 

 また、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯も増加しており､あらゆる角度からの見守りが

必要であると考えているところでございました。 

 こうした中にあって、議員ご指摘のとおり、民生委員の役割は益々重要になってくると

思いますので、今後も町との一層の連携を深めながら、高齢者対策に取り組む必要がある

と考えているところでございます。 

 次に、２点目の「児童問題への対応と要保護児童対策地域協議会の設置について」のお

尋ねでございます。民生委員は児童福祉法の規定によりまして、児童委員も兼ねることと

されており、児童問題にも積極的に取り組んでいただいているところでございます。 

また、本町におきましては、２名の主任児童委員が配置されており、学校や各種児童施

設などに積極的に関わっていただいているところでございます。 

要保護児童対策地域協議会の設置につきましては、児童相談業務が市町村の業務とされ

たことによりまして、協議会の設置を求められてきておりますので、今後、児童相談所な

ど等の関係機関と協議しながら、平成２０年度の設置に向けて前向きに検討してまいりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ３点目の「ふれあい推進事業の活用状況について」とのお尋ねですが、４１名のふれあ

い推進委員が民生委員との連携のもと、高齢者や障害のある方などの福祉サービスを必要

とする方の情報の把握に努められているところでございます。 
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 寄せられた情報は民生委員に伝えられ、住民が必要なサービスを受けることができるよ

うに対応していただいているところでございます。 

 また、民生委員や健康推進員などとともに、介護予防研修会や認知症サポーター養成講

座などにも参加をいただきながら、住民の健康や介護予防といった活動もしていただいて

いるところでございます。 

４点目の「里親制度の周知について」とのお尋ねですが、様々な事情により各家庭で生

活できない子どもたちを受け入れ、養育する里親制度は、こうした子どもたちの健全な成

長には欠かせない存在となっているところでございます。 

本町では、１０月の里親月間にあわせて、広報誌での周知を行っていますけれども、今

後におきましても、広く皆様に制度を知っていただくための周知に努めてまいりたいと考

えております。 

次に、５点目の「町内会活動と民生委員の連携と協力体制について」とのお尋ねですが､

１点目でお尋ねのあった「高齢者への対応について」の中でもお答えしましたように、一

人暮らしの高齢者や､高齢夫婦世帯も増加しているほか、障がいのある方や子どもたちに対

しても、あらゆる角度からの見守りが必要であると考えているところでございます。こう

した見守りや支援は、行政だけでは到底できるものではなくて、民生委員や町内会、実践

会、社会福祉協議会、さらにはボランティアなどとの連携が必要であると強く認識をして

いるところでございますので、町政執行方針の中でも申し上げましたとおり、町民と行政

の協働により「地域で支えあう」仕組み作りは、今年度の重要課題というふうにとらえて

おりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） 私が民生委員のことで、今回取り上げると思ったのには２つの

きっかけがございました。 

１つは、なるべく議員になってから多くの町民の方とお話する機会を設けねばと思って、

自ら出向いているわけですけども、その中で選挙のときにとても気になっていた８０歳半

ばのご婦人がいらして、今回ちょっと尋ねてみたのですが、一人で暮らしていてとても体

が不自由そうなのですがいろんなお話をしてくださいまして、その中で「昔はやはり家族

がみんな一緒に暮らしていて、地域の人も寄り合って暮らしていたから寂しいことはなか

ったけれども、今はみんな家族がバラバラに住んでいて、地域でもあまり行き来がなくて、

でも、私は息子が毎日様子を見に来てくれるし、民生委員の方も顔を見に来てくれるんだ

よ。だから、寂しくはないんだよ」と静かに語ってくれたことがとても印象的でした。 

そのほかに、全く知らないご夫婦だったのですが、７０代のご主人が５年前から認知症

となりまして、だんだんその症状が重くなっていくのです。奥様が介護しているのですが、

だんだん負担が重くなっていく、でも、なかなか役場のほうに自分のほうから足が向けら

れないと、やっぱりためらいもあるということで、そこへたまたま民生委員の方が訪問し

てくださって、「相談をして認定を受けてデイサービスも受けれるようになったのですよ」

そういう現場の声を聞きまして私も今まで抱いていた民生委員という「ちょっと民生委員

にかかっているんだよ」とか、よく負担的に思うのかなと思いましたら、今の時代、始ま

ったその６０年前と違いましてとても平和なのだけれども、やはり家族のあり方とかどん

どん変わっていて、地域の中の民生委員の役割というのはまた新たに求められているので
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はないかなと思いました。 

そして、またもう１点は町外の方から「訓子府で里親になる人はいないかい」と声をか

けられたのです。訓子府で今登録しているのは１件だけで、その話を聞いたときに、私も

実は子育てが終わって、老後というよりもその残りの人生を考えたときに、里親制度って

とても足りないという記事を読んだときに、考えて家族ともちょっと相談したことをあっ

たのです。でも、どこでそういう制度について詳しく聞いてかよくわからなくてそのまま

になっていたのですが、今回そのこともありまして、北見児童相談所に行っていろいろお

話を伺ってきました。その中で偶然にもと言うか、「その里親制度の周知も民生委員、児童

委員の役割と言うか仕事に入っているのですよ」ということをお伺いしました。でも、な

かなかと北海道もお金がなくてパンフレットを作る予算がなかったりで、今、道東地方に

「くるみ里親会」って、とても北海道では強い組織らしいのですが、「そこできちっとした

パンフレットを作って、まだ全部の人にはわたってないのでしょうけども、そういう周知

をこれからするのですよ」というお話を伺いました。 

所長さんといろいろお話しているうちに、私が訓子府から児童のことで相談事とかある

のですかと何気なく聞いたのです。そうしましたら、所長さんが平成１８年度のいろんな

調査の結果を示してくれた調査書を見まして、訓子府町の養護相談が１６件もあったと。

所長さんも驚いていらっしゃったのですが、養護相談というのは詳しくはわかりませんけ

ど、中には虐待も含まれていたり、要するに子どもが緊急に養護をしなければいけないよ

うな相談事なのですが、近隣の町村に比べるとダントツに多かったのです。それで一見平

和そうに見えるわが町でも、やっぱり家庭の中は見えませんから、いろんな相談事と言う

か、問題があるのだなということを私も強く認識したわけです。 

そのほかに、資料の中に管内の民生委員の人数と言いますか、その表があったのですが、

訓子府町は今５，９００人ぐらいの、このときは平成１９年度でしたけど、人口で今町長

がおっしゃられたように、民生児童委員が１７人、主任児童委員が２人です。でも、他町

村に比べると若干少ないのです。清里町は４，８００人ぐらいですけど、全部で２１人い

ますし、人数の問題かどうかちょっとわかりませんけど、こういう民生委員の人数という

のはどこで決められるのか、また現場ではこれからどんどん要請が多く強くなるとしたら

訓子府の場合、少ないという声が上がっていないかどうかお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） ただいま民生委員の数の件でございますけれども、民生

委員を配置するというのは、訓子府の基準でいけば民生児童委員の定数は３９人以下、主

任児童委員の定数は２人ということになっております。 

それで配置基準というのがございまして、世帯数でいきますと７０世帯から２００世帯

までの間のいずれかの世帯ごとに民生委員児童委員が１名というのが、これが基準でござ

います。 

それで訓子府町の実態から申し上げますと、１９人の民生委員の中で一番多く世帯数を

所管している方で２０７世帯、少ないところで６１世帯というような実態になってござい

ます。それで民生委員の人数ですけども、単純に世帯数だけでは割り切れない部分もいろ

いろとあると思うのです。例えばその町の面積ですとか、そういうような要素がかなりい

ろいろあるのかなというふうにも思います。それで多いか少ないかと問われますと、これ
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がどうなのかとも思いますけれども、今のところ民生委員には非常にご苦労はいただいて

いるというのは十分認識しているわけでございますけれども、住民からのそういう民生委

員が少ないのではないかというような苦情は私どものところには届いていないということ

もございますので、昨年の１１月に再任されたばかりですので、少なくてもこれから３年

間は現行体制で進めていくというような形になるのかなというふうに思います。 

それと児童相談所のお話がございました。昨年１６件、養護児童があったということで

すけども、ここの部分も多い少ないというのがあって、児童相談所の所長さんが訓子府が

非常に多いという見解を示されたそうですけれども、私ども感じるところは、訓子府町は

非常に保健師の活動が活発であると。そういう部分で、情報が入った中ですぐに調査に出

向くと。多少でも問題があれば、すぐ児童相談所につなぐというようなそういうような対

応をとっているというのも一因かなというような、そんなような認識でございます。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） わかりました。 

それではこの民生委員の数というのは、町民の方から要望と言うよりも、民生委員の方

が実際に活動する中で、例えばとても負担が多いとか、そういう要望があれば増やすこと

はできるということですか、そういう認識でよろしいですか。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 先ほど申し上げましたように、訓子府町の基準でいけば

３９名以下ということで、その中で現行１９名体制でございますから、この次の一斉改選

のときに増やそうと思えば、それは可能なのかなというふうに思います。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） よくわかりました。 

あと里親問題ですが、この周知に関してはその予算がないということと、自治体もどち

らかというと児童相談所任せにしているという今の現状がわかったのですが、福祉という

のはお金をかけるばかりではなくて、一番大切なのは人と人とが関わる仕事ですから、人

材の育成というのがとても大事なのではないかなと思うのです。それで今のところ課長が

おっしゃいましたように、訓子府の地域では民生委員の働きがとてもこまめに動いてくれ

ているので、きっと大きな問題もないと思いますが、今都会では民生委員のなり手がなく

て、というのはやはり原則として給料、報酬等がなくて、実費的な活動費が当たるぐらい

で、あと他人のプライバシーをやっぱり知らせられますよね。守秘義務というのを課せら

れますから、やっぱり誰でもができる仕事ではないということで、都会ではかなり民生委

員のなり手がなくて、そういう状態だということは伺っています。 

これから、訓子府町ももっと若い世代に引き継いでいくためにも、例えば民生委員の仕

事をもっと理解してもらうような講座とか、そういう周知の方法です。 

あと先ほど言いました里親制度も今全国に３万５，０００人ぐらいの親がいなかったり、

また本当に当たり前の養育を受けられない児童がたぶん実数にしたらもっといるのではな

いかと思うのです。それが実際は９割近くが養護施設とか、施設で暮らしているわけです

が、どこの施設も今満杯の状態で入れなくて里親のもとで暮らしている子どもさんも、や

はり里親の登録が少ないと子どもたちの選択の幅が狭まってしまうのです。いろんな家庭

の事情で年齢差もありますし、この子はどういう里親さんにお願いしたらいいのかという
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そういう選択の条件を広めるためにも、福祉の町の訓子府としてぜひ多くの里親さんを育

てるというその一つのまちの姿勢というのですか、そういうことができたらいいなと私は

調査していく中で強く感じたのです。里親というのが必ずしも子育て終わった人に限らず、

子育てしている人も可能ですから、やっぱり気持ちがあれば学んでいけば、どういうこと

かということがわかれば賛成する人も出てくるではないかと。 

あと今国の予算が通れば、来年度から里親の養育費の支給の内容も変わります。大幅に

上がりますけど、ただ、これは一人いくら養育費をもらえるという計算でされてしまうと、

これはまた別の問題が起きてしまうので、あくまでもその前にやはり家庭的に恵まれない

子どもたちを普通の家庭で育てるということをやっぱり地域、もっと広げてみれば国民が

やっぱり意識を持って数少ない子どもたちを一人でも当たり前の幸せを与えてあげれるよ

うに、そういう地域ぐるみの努力が必要なのではないかなと思いますので、ぜひ人材育成

ということで、これからちょっと力を入れていただきたいなと思いました。 

あとは、５番目の町内会活動との民生委員との関わりですが、これは一番身近な対策と

してこの間の福祉灯油ですか、これが一番私が直接見た民生委員の働きかけ、町内会にも

働きかけをしていましたが、私はまだ自分の住んでいる地域しか見ていませんが、１００％

申請を目指そうということで、ちょっと民生委員ともいろいろお話を伺ったのですが、た

だやっぱり今回の措置として、該当者に通知が行っていません。法律にかかるという町長

の説明がございましたけれども、やはりいくら民生委員であれ、例えば「あなたが非課税

なのかい」というふうに直接は聞かれませんから、たぶんこの方とこの方とこの方が該当

するのではないかと予測のもとで、「とりあえずは申請に行ってごらん」という声かけをし

て、かなりご苦労されたようなのです。私も係の方にいろいろ、「例えば家族が側にいなく

て、自分で申請なかなか行けない方の場合どうするのですか」と係の方に聞きましたら、「そ

れは民生委員の方が代わりに申請書を出せるのですよ」と言ったのです。それでしたら最

初のチラシの中に、そういうこともチラッと書いていただければ、もうちょっと対応が違

うのかなとも思いました。法律のことをどんどん言われると何も言えなくなりますが、で

きればあの人が受け入れて、自主的に「私はこの福祉灯油といりませんよ」という方は別

として、やっぱりできるだけ１００％に近い確率で受給できるようにするためにも、やは

り積極的な取り組み、対応が必要だったのではないかなと私は思いますが、町長はいかが

でしょうか。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 何点かにわたってご質問をいただきました。 

民生委員、主任児童委員含めて１９名の委員の方が、都市だけではなくて私どもの町も

非常にご無理を申し上げて、お願いをし理解をしていただいて、その任に当たっているの

が現実でございます。その点で言いますと、議員も言っておられましたように、守秘義務

や人の知ってはなかなか気が重いことも含めて、相談に当たったり励ましたりという仕事

は非常に端で考えている以上に大変なものがあるというふうに私自身も認識いたしており

ますし、これがまた１９名が少ないということであれば、ある意味では前向きに今後検討

していかなければならないというふうに理解しているところでございます。 

同時に、里親制度の問題の周知も含めて、民生委員の仕事の一つだということございま

すけど、これは北海道がお金がないからということだけではなくて、国や北海道、市町村
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自治体含めて、この里親制度の必要性については、児童相談所を含めてお互いの責任とし

てそういう努力をこれからしていかなければならないのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

現実に、児童相談所の児童だけの問題ではなくて、高齢者の問題にしても、ここ数ヵ月

の間に一人暮らしの病床悪化の人の通報があったり、あるいは高齢の方で一人暮らしでう

んぬんということで民生委員や、あるいは町内会、あるいは実践会の人から町に通報があ

り、深夜にかけて保健師も含めて病院まで連れて行き、そして、またご家族に連絡したり

とか、いろんな状況が今増えてきておりますので、それは表には出てきておりませんけれ

ども、地域の住民の皆様の力と、そして、私ども行政職員がいろんな意味でできる限りの

ことをさせていただいている。そのことが、児童相談所に相談件数が多かったり、それか

ら、あるいは関係機関との協議が訓子府が多いというのは、決して恥ずかしいことではな

いというふうにとらえておりますので、しかし、今議員ご指摘のように、地域の連携シス

テム、冒頭申しましたようにこれからどうするのかと、これは大変な問題であります。 

国土交通省は、今日本の国土社会のありようで、コンパクトシティーという構想も中間

報告で出しております。長野県や寒村の地域では、高齢の人の一人暮らしが点在している

そういう人を町の中心に集めて、医療や福祉を効率的に行うという方針も何か練っている

というお話も聞こえてきていますけども、そのことがいいか悪いかは別でございますけど

も、しかし、これからまさに３０％を越えるであろう６０歳以上の方たちを支えていく仕

組みをつくっていかなければならない。 

私の行政報告、福祉灯油に対して、河端議員からもご質問をいただきました。おそらく、

この福祉灯油のことでも日々の業務を行っているものが誰よりも歯がゆかったり、苦しい

思いをして何とかこの施策を対象の住民に広げていこうということで、努力しているもの

ということで確信しております。しかし、現実的にはなかなか多い壁がございます。 

私は、あえて河端議員に課題というふうに申し上げました。それはきめ細かな福祉サー

ビスをするために、この守秘義務あるいは情報、個人のプライバシー保護の問題と、きめ

細かな福祉サービスどのようにしていくかということの具体的な仕組みをこれから行政は

求められているのだというふうに私自身は思っておりますので、その点では議員のご指摘

のとおり、平成２０年度はそうしたボランティアも含めた各種委員、そして、先ほど紹介

出ていましたふれあい推進事業等のより現実的な具体的な推進を含めた対応が今求められ

ていると思っておりますので、またいろんな意味でお力添えとご理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） 今町長のおっしゃったように、福祉というのはとても問題が複

雑ですから、高齢者の問題にしても、児童の問題にしても何通りという対応というのは無

理であって、その家庭家庭で対応の仕方が違うので、たぶんそこの業務に携わっている人

たちのいろんな責任問題とか、肩に係る重責は本当に思いと思うのですけど、この６，０

００人弱の小さな町だからこそ、やっぱり同じ民生委員でも「あの人が来てくれる」とい

う安心感もありますし、福祉を受けるものも、それから携わるものも一番距離的には理想

的なつながりを持てるのではないかと思います。だから、訓子府の町は福祉に力が入って、

これはもっともっと大きく自信持っていっていいのではないかと思います。できるだけそ
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のことを、例えば民生委員の仕事にしろ、多くの町民の方に理解をしてもらって、そして、

さっきのふれあいチームではないですけど、１人でやることをやっぱり２人、３人でやっ

ていけばやっぱりもっと違う情報も入ってきますし、肩の荷も軽くなるのではないかと思

いますので、そこら辺がやっぱり協働のまちづくりの中に、福祉の課せられた問題という

のか、それを一緒に町民とやっていくということが、これからの大きな課題でないかと思

います。 

次の質問に移ります。 

 本町の酪農畜産業についてです。 

 家畜の飼料となる穀物や配合飼料の高騰が続く中、国内の畜産・酪農家は厳しい経営を

強いられています。そんな中、町内の６戸の酪農家がＴＭＲセンターを設立し、今年の夏

ごろから稼動する予定であります。次の２点について町長の考えを伺います。 

 １点目は、本町の酪農・畜産業の実態とＴＭＲセンター設立の経緯と現況について。 

 ２点目は、ＴＭＲセンターがこれからの酪農業に果たす役割と町ができる支援策につい

て、お伺いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 本町の酪農畜産業の現状認識と今年スタートするＴＭＲセンター

についてお答えさせていただきます。 

１点目の「本町の酪農畜産業の実態について」のお尋ねでございますけれども、平成１

８年度以降、とうもろこしの主産地であるアメリカでのバイオエタノール生産向けの需要

拡大や海上運賃の上昇による配合飼料価格の高騰に加えて、原油高の影響から肥料等生産

資材価格も上昇しており、酪農畜産業の経営は大変厳しい状況になってございます。 

平成１９年の酪農家の収支については、約３分の２の経営において、貯金の取り崩しな

どの対応を要しており、次年度以降、乳価引き上げは決まっているものの、依然として飼

料価格や生産資材の高騰が続くことは確実で、予断を許さない状況と認識しているところ

でございます。 

２点目の「ＴＭＲセンター」に関するお尋ねでございますけども、設立の経過につきま

しては、平成１６年に酪農家有志で「今後の訓子府酪農を考える会」を発足し、将来にわ

たって酪農家戸数を減らさないためにどうすべきかを話し合った中で、この構想が生まれ

ました。 

その後、設立準備会を結成し、全戸説明会など具体的協議を経て、平成１９年３月、６

戸による法人が設立され、補助事業を活用しながら機械の導入や施設建設もほぼ終了し、

現在、今年６月の本格稼動に向け準備作業を実施していると伺っているところでございま

す。 

ＴＭＲセンターが酪農業に果たす役割につきましては、計画的な生産による良質飼料供

給の核として期待されますとともに、労働力雇用による地域活性化や新規就農の養成機関

としての役割、女性労働力軽減による後継者対策、高齢者が長く酪農を継続することが可

能となるなど、その期待には大きいというふうに考えているところでございます。 

ＴＭＲ構想が具体化した後、搾乳制限や穀物の高騰など、大きな環境の変化があった中、

６戸が結束して前向きに取り組んできた経緯は承知しており、町といたしましても農業委

員会と連携し、法人化育成事業による先進地調査や認定農業者への誘導、資金利用計画の
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調製等を実施してまいりましたけれども、今後も「地域の酪農経営を支えるサービス事業

体」として発展していくことを期待しておりますので、法人の経営について関係機関と連

携し協力・支援していく考えでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） 北海道の動物はと聞くと、きっと内地の子どもたちは熊か牛を

言うのではないかと思うのですが、北海道の酪農は全国の主要頭数は３１％を占めて、生

乳の生産量は４６％だそうです。主要戸数は、この３０年間で３分の１に減少しましたが、

主要頭数は逆に４０％増加していて、つまり１戸の主要頭数が増えていったということで

す。牛も乳量がかなり２倍近く上がっているというそういう現状ですが、私事ながらこの

３０年間、豚からはじまって鶏を飼っていまして、最初の頃は山内課長に聞くのを忘れた

のですが、何戸ぐらいあったかわかりませんが、たぶん養豚組合や養鶏組合がありました

から数十戸あったと思うのですが、今は町内で豚を飼っているのが１戸、鶏を飼っている

のが２戸で、もう目にも止まらない、なくなってしまった状態ですが、せめて牛の酪農の

部分がこれ以上なくならないようにということと、私自身が牛がとても大きいのであまり

今まで近づいたことがなくて、今回１２月の定例会でＴＭＲのことを知りまして、そのこ

とがどういうことかもさっぱりわからなかったので、現地調査にちょっと伺って来ました。

６戸のうちの４戸の方とお話をすることができまして、最初は私も予算を見て６戸に対し

て７，０００万円もかと単純にそう思ってしまったのですが、ＴＭＲの方たちとお話をし

ていくうちに、まず訓子府の場合すごく特徴的なのが年代が３世代わたっているのです。

３０代、４０代、５０代と。それは若手の人たちが「すごく勉強になるんですよ」と、経

験踏んでいる４０代、５０代の人からもいろんなことを教わるし、とにかく皆さん目を輝

かせて、それには町長がおっしゃったように、４年間の議論の積み重ねがあって今日に至

ったわけですから、あと地域も西富と柏丘２件、開盛２件、大谷とちょっと地域的にもバ

ラバラです。でも、逆にもっとたくさんいた人たちで話し合いが煮詰まっていくうちにこ

の６戸が最終的に残ったわけですけども、いろんなデメリットを考えると、きっとすくん

でしまうような状態でも、皆さんすごく将来に夢をもって、すごくいきいきといろんなこ

と話してくださいました。 

そして、ＴＭＲセンターのメリットとしては、先ほど町長がおっしゃいましたように、

農作業が効率化できるということ、良質の粗飼料が確保できるということ、あと経費が節

減できる、それから産乳量が増加する、労働時間が短縮できる、それから経営管理意識の

向上が期待できる、デメリットも同じぐらいいろいろ心配ごとはあるのですが、今回はあ

えて触れません。それはやっぱり６戸の方がもう走り出して、後ろを見ていられない。と

にかく１戸でもそこから離脱すると、もうこの予算をかけたことがダメになってしまうし、

６戸の方たちは自分たちのことだけではなくて、先ほど出発点がこれからの訓子府の酪農

業をどうするかというそこから始まったので、お互いの経営の内容です。借金も含めて全

部お互いに内容を公表してあって、議論が煮詰まっていますので、今後、例えばとにかく

良いＴＭＲ、配合飼料を作るということ。そして、それによって乳質を高め乳量もアップ

して、できるだけ今の施設だとあと１０戸までは大丈夫だとおっしゃっていましたから、

やっぱりそういう人たちを増やすということ。 

それから新規就農者でも、共同でこういう機械が使えるので就農者も受け入れることで
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きるのではないかとか、将来的にはブランドの牛乳を出したいなとか、たくさん夢を語っ

てくれました。ちょうど私がお話を伺いにいったときは、「これから町長にみんなで会って

くるんですよ」と言っていました。 

再度、町長に今後担い手育成のことも含めて、このＴＭＲセンターに関して、酪農家が

これ以上減らないためにも、町ができることはどういうことなのか。また、その６人の方

とお会いして町長の率直な感想をお聞かせください。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 酪農家の代表の稲邊文男さん以下５戸の、含めて６戸の代表の皆

さんが、先般私のところに訪問していただきました。 

議員もご案内のとおり、現状の酪農の状況は極めて厳しいものがございます。一昨年の

末現在でトン当たり３万８，０００円だったとうもろこし、あるいは配合飼料が１年で４

万５，０００円に跳ね上がったということだけを考えていても、農業全体と言うよりも酪

農業、肉牛等の飼育している人たちの状況の厳しさというのは、素人のような私が申すま

でもなく大変な状況中、しかもそういう状況の中でこの６人の方がもう後ろに引けないと、

めいいっぱいがんばるということで、しかも将来的には新規雇用や、あるいは女性の作業

の軽減、そして、良質な牛乳や飼料を生産し、できれば様子見をしている仲間たちをさら

に増やしていきたいんだと。そういう厳しい状況の中で、やろうとしているこの６人の皆

様と言うよりも、ご家族を含めたこのセンターの方法を可能な限り私どもは支援し、そし

て、見つめていきたい。今の状況では即座に行政が手を出したり、あるいは金額的な助成

をするということが本当にいいのかということもありますけれども、まずは色んな困難を

乗り越えて、この新しくできた合同会社ですけども、K’ｓフィールドサービス         

という農業法人でございますけども、農業委員会や関係団体ともに育成を見守りながら励

ましていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） そうですね。私も、６戸の方以外の方からもちょっと話を聞い

たのですが、聞いた中では１人の方は「やりたい人がやればいいのではない」という回答

だったのですが、それも１つなのです。なぜかと言うと、農業というのは、やっぱりみん

な自分の考えでやってきた歴史がありますから、だからそれも決して投げやりなのではな

くて、１つの考えだなと私は受け止めました。 

もう１人の方は、「振興会としても本当にぜひ応援しているのですよ」と。そこの家はフ

リーストールで、はじめて見せてもらったのですが、「これがＴＭＲだよ」って、餌をとっ

ても良い発酵の匂いがして、こういう餌がここのセンターでできて、ゆくゆくはその飼料

としても販売できれば収入につながるしなと、私もわからない中でもとても夢を描くこと

ができましたので、これからも町としてもぜひ応援していただきたいと思います。 

時間がありませんので、３問目の教育問題について、教育長にお伺いいたします。 

 先ほど、小林副議長からの質問でも答弁されましたのでちょっと重複しますが、今年か

ら訓子府小学校に「特別支援教育支援員」が１名配置されることになりましたが、２点に

ついて教育長の考えをお伺いします。 

 １点目は、支援員とは、どのような資格、体験があるのか。と言うよりも、訓子府小学

校はどういう資格のある人を採用するのかお伺いいたします。 
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 ２点目は、訓小の特別支援学級の実態と担任教師との連携についてです。 

○議長（橋本憲治君） 教育長。 

○教育長（山田日出夫君） ただいま「教育問題」について、２点のお尋ねがありました

のでお答えします。 

１点目の支援員とは、どのような資格、体験があるのか、訓子府小学校ではどのような

方を採用するのかということでお尋ねがありました。支援員は、学習面や生活面で特別な

支援が必要な児童生徒に対しまして、授業における教示や指示の補完・補充をするととも

に、授業の準備や後片付けの援助をしたり、学校における日常生活、動作の介助などを行

う役割りでございます。法的には支援員として、資格や体験を有する必要はございません

ので、支援を行う対象の児童生徒の実態や学校の体制などによりまして、その状況に応じ

て資格や経験を有する支援員を配置することも必要かと考えております。 

次に、２点目でございますけども、「訓小の特別支援学級の実態と担任教師との連携」に

ついてお尋ねがございました。特別支援学級の実態につきましては、平成２０年度の学級

編成におきましては、情緒障害学級・知的障害学級・肢体不自由学級、ことばの教室の４

学級でございます。児童数につきましては、情緒５名、知的５名、それぞれ１年・３年・

４年生の在籍で各５名ずつということになってございます。肢体不自由学級につきまして

は、３年生が１名、ことばの教室は２年生が１名でございます。合計１２名の在籍となり

ます。学年別に言いますと、１年生で５名、１年生と言うのは新入生です。２年生が１名、

３年生が４名、４年生２名、合計１２名ということになってございます。また、このほか

に、現在、ことばの教室に幼稚園児を含めまして１９名の児童が通級、これは通う通級を

しております。その中で、発音等の言葉の学習を重ねているところでございます。 

このような状況におきまして、担任教師との連携につきましては、特殊支援学級に在籍

している児童の担任は、特殊支援学級の教員が担任となりますが、児童の状況によっては

対応が細かに異なることもございます。また、普通学級で授業等を受けることもございま

すので、そのときには、特別支援学級の担任と普通学級の担任との間で、子どもの指導の

状況に応じて情報交換をして、指導の方法の確認をし合ったりして、齟齬
そ ご

のないように配

慮をして行っていることになってございます。 

以上、２点にわたりお答えしましたので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） このことにつきましては、訓子府小学校の校長先生に再度、所

管事務調査でも若干お話は伺っていたのですが、先日伺ってきました。現場では、やはり

教員の数は足りないと、ただ訓子府の場合は、予算でも私もわかったのですが、「臨時の教

職員を小学校と中学校に１名ずつ配置してくれてて、そういうところはあまりないのです

よ」ということで、訓子府の場合は保育園や幼稚園、その縦の連携がとてもよくできてい

て、だから入学前にもその保護者の方と学校側がその子に対する対応を話し合うことがで

きるので、今のところはとてもやりやすいと言ったら変ですけども、その支援も助かって

いるというお話は聞きました。 

ただし、これだけ１２人ですよね。それぞれの障がいの程度とか、いろいろ違うわけで

すから手は足りないのかなと思いますが、今後、この今１人となっていますが、訓小でも

う１人ほしいとか、中学校でもほしいという要望があった場合に、これは増やせるのかど
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うか、それが１点と、あと今訓子府には訓子府小学校と居武士小学校、２校ありますが、

例えばこういう障がいを持つ親御さんだけとは限らず、保護者の方が「うちの子は少数学

校の方がいいわ」というふうにして、区域に関係なくして学校を選ぶことができるのかど

うか、その２点お尋ねいたします。 

○議長（橋本憲治君） 教育長。 

○教育長（山田日出夫君） 今２点にわたりお尋ねがありました。 

まず、１点目の支援員の増員についてのお尋ねがあったかと思います。確かに議員もご

指摘のように、１２名のお子様に対して今５人の教諭が当たっているわけですけども、さ

らに今議会で提案させていただいております支援員１名の予算がご承認いただきますれば、

１名の支援員を加えて６名で対応するということになろうかと思います。６人になっても、

お子さんが１０人、しかも障がいの内容が違う、個々のお子様で状況も違う中で、学年も

またがった学級を運営しなければならない。そういう中では、非常になかなか厳しいもの

があると思います。 

また、親御さんもきめ細やかな教育を求めてらっしゃいますので、この５名プラス１名

の体制でやらせていただいて状況をよく見極め、学校長等とも相談をしながら、今後状況

によっては、あらためて支援員の増員についての検討をさせていただきたいと考えており

ます。 

２点目は、課長のほうからお答えします。 

○議長（橋本憲治君） 管理課長。 

○管理課長（平塚晴康君） 小学校における学校を選ぶことができるかということでござ

いますけども、本町の場合については、今訓子府小学校区、それから居武士小学校区とい

うことで規定を定めておりまして、その規定に基づいてそれぞれの学校に通っていただい

ているということでございます。 

ただ、国の中ではこの決まりをなくして、学校を選択できるという制度もありますけど

も、現在の本町の状況で行きますと、まだそこまではいっていないと。これはそれをする

ことによって果たして、これは状況がわかりませんけども、居武士小学校の人数も極端に

減ることもあろうかと思うし、逆に増えることもあるかと思いますけども、そういったこ

ともありまして、総体的な検討も必要ということも考えておりますので、現在は今の規定

に基づいて進めているということでございます。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） わかりました。 

全般を通して最後に町長にお尋ねしたいのですが、私、前何のときに言ったか忘れまし

たが、この町はあまり特徴のない町というふうに生意気なことを申し上げたのですが、こ

の１年間いろんなことを調べたり、町民の方とお話をしたりしている中で、それは特徴が

ないのではなくて、私がこの町のことを何も知らなかったということに気づいたのです。 

やっぱり今まで一番訓子府町が力を入れてきたのは、校長先生もおっしゃっていました

が、教育の町として教育とあと福祉に関してはまだまだ問題点はたくさんありますが、と

ても前向きな教えでやってくれているのではないかと思いますので、ある若いお母さんが

今まで訓子府で当たり前にして当たり前と思って子どもを育てていたけれども、ある都市

のお母さん方のいろんな子育ての悩みとか、話を聞いていると「訓子府はすごいよ。いい
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町だということに気づいた」って、今回の保育園延長も含めてですけども、すごくありが

たいというふうに話していましたので、これからもやっぱり教育の町、福祉の町として、

もっと力をつけていけるような、自慢できるようなそんな町にしてほしいと思います。町

長の最後に考えをお伺いして終わりにします。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 福祉も教育も、これでいいというものはないというのが私の考え

でございます。ありとあらゆる場所と機会を通じて、教育の可能性をあるいは福祉の可能

性を住民の皆様と共に実現していく、なかなか難しい問題、冒頭の佐藤議員の質問にもお

答えしましたけれども、財政状況の厳しいということと、そして、自治法でいう人々の暮

らしを支えていく、励ましていく自治体としての本旨は、バランスを取っていくというこ

とは非常に難しい部分がある状況でございます。 

管内の中にも、数町村ではすでに小学校の医療費のすべてを無料にするということを今

議会で提案するところもあると聞いております。そのようなことを考えますと、私どもの

町はまだまだいろんな課題は多々ございます。しかし、どんな状況であっても、住民の福

祉や生活を支え励ましていく私どもは、これからもその姿勢を貫いてまいりますので、ど

うぞ議員の皆様、そして、町民の皆様のお力添えを今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（橋本憲治君） 西山由美子君。 

○２番（西山由美子君） 私の一般質問を終わります。 

○議長（橋本憲治君） ２番、西山由美子君の質問が終わりました。 

 ここで午後３時２５分まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

再開 午後 ３時２５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次に５番、工藤弘喜君の発言を許します。 

 ５番、工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 大変お疲れだと思います。でも、あと今日僕が最後ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは一般質問の通告書に従いまして、大きく言えば３件の質問の件数でありますけ

れども、順次則って質問をしていきたいと思います。 

 まず、はじめに後期高齢者医療制度について、質問いたします。 

 今年４月実施予定の後期高齢者医療制度について、次の点について町長の見解を伺いま

す。 

 まず、１つ目でありますけれども、昨年の秋以降、この制度についての説明会が各地域

などで、これは担当する職員の方々の積極的な働きで、地域の中でも非常に良かったとい

う声も聞かれておりますけれども、相当数そういうことで開催されてきたと認識していま

す。これまで何回の開催で、そして、何人の町民がこの説明を受けたのか。また、これに
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よって、町民の理解がどこまで広がったととらえているのか伺います。 

 次、２点目であります。制度対象者の方々の保険料負担とあわせて、後期高齢者の医療

内容もこの制度の根幹をなすものであると考えています。 

 これについては、２００８年度診療報酬の決定によって２月に決定されました。この決

定がどのように決まったのか、そして、またどう変わってきているのか、これについて伺

いたいと思います。 

 ３点目でありますが、これまでの説明会では、その時点では医療内容など、具体化され

ていない点もあるなど、全面的な説明におそらく無理があったのではなかろうかというふ

うに考えております。町民の不安や疑問に答えるには、まだ不十分でなかったかと思いま

すけれども、町長の見解を伺います。 

 ４点目であります。政府は、一昨年来、高齢者が長期入院をする療養病床を平成２４年

３月までに全国で２３万床、全道で１万８，０００床、そして、管内でこれは支庁、昨年

の春に確認したところですけれども、１，５５０床が削減すると、減らすという方向で計

画を立てているそうです。 

それで、この後期高齢者医療制度との関わりで、この先本町においても受け入れ体制の

整備も含め、影響は出てこないのか、これについても伺います。 

 ５点目でありますけれども、この制度が持っている本質的な問題点からしまして、４月

からの実施を中止し、この制度の当否も含め、国に対しても、広域連合に対しても、高齢

者医療に対し、全面的に議論をやり直すことを求める必要があるのではないかと考えます

が、町長の見解を伺います。 

 以上、５点であります。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 後期高齢者医療制度について、５点のお尋ねがございました。 

 まず、１点目の「町の制度説明会の開催内容と町民の理解について」とのお尋ねでござ

います。制度内容の周知につきましては、広報誌を始めとして、各町内会、実践会、老人

クラブや各種団体の集まりを利用して、２月末現在で延べ回数ですけれども５０回、延べ

人数で約１，０００人の方々に説明を聞いていただいているところでございます。 

説明会では、高齢者や家族を中心として制度内容の説明を行いましたけれども、ある種

制度が複雑でわかりにくいこともありまして、周知については、まだ十分とは言えません

けれども、今後も、町内会の総会の場や高齢者が集まる場などを通じて制度内容の周知を

図るとともに、広域連合との関係機関と連携しながら、適正な対応に努めてまいる考えで

ございます。 

 次に、２点目の「診療報酬改定による後期高齢者の医療内容について」とのお尋ねでご

ざいます。２年ごとに改定される診療報酬が、２月１３日に中央保険医療協議会から答申

され、平成２０年度から始まる後期高齢者医療制度に合わせて、７５歳以上の後期高齢者

の新たな診療報酬体系として創設されました。 

後期高齢者診療報酬の特徴的なものとしては、糖尿病や高血圧などの慢性疾患の方を対

象として、希望に応じて選択した医師が、ほかの病院の診療スケジュールなども含めた診

療計画を作り、総合的、継続的に指導、診療することとなってございます。また、在宅で

安心して療養生活が送れるよう支えていくとともに、本人の希望に沿った安心できる終末
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期の医療を目指すといった内容となっております。国の考え方としては、後期高齢者が受

けられる医療についても、７４歳までと変わらず必要な医療が受けられるとしており、今

後も高齢者の方々が必要かつ適正な医療が確保されることが重要と考えているところでご

ざいます。 

 次に、３点目の「後期高齢者の医療内容も示されていない中での説明会は不十分であっ

たのではないか」というお尋ねでございます。説明会では、制度の対象者である高齢者や

ご家族の皆様に混乱を与えないように、４月からの制度の円滑な実施に向けて、保険料や

保険証及び給付などの医療制度内容の説明を行ったところでございます。 

 後期高齢者の医療内容につきましては、中央保険医療協議会から内容が示されたばかり

でございまして、その具体的な内容が提示され次第、適正な対応に努めてまいります。 

 次に、４点目の「療養病床の削減による本町においての影響について」とのお尋ねです

が、国の医療制度改革により、高齢者のいわゆる社会的入院を減らすとして、平成２３年

度末までに介護型療養病床１３万床の全廃と医療型療養病床を２５万床から１５万床まで

に削減し、療養病床の再編成を行うこととしています。国は、基本的には患者が入院した

まま転換することを予定しているところでございます。 

現在、北海道及び北網圏域では、医療機関や関係団体の療養病床転換の意向を尊重した

「療養病床転換推進計画」を盛り込んだ地域ケア体制整備構想を策定しており、その内容

を踏まえ、地域医療の実態を十分に考慮し、本町の住民に影響がないように、高齢者に必

要な医療サービス等が提供されるように今後も努めてまいります。 

 次に、５点目の「後期高齢者医療制度に対する見解について」とのお尋ねでございます

けれども、７５歳以上の高齢者を対象とした独立した医療制度であります後期高齢者医療

制度につきましては、制度の直しや改善を求める声があるのは承知しているところでござ

います。様々な問題を抱えていることは認識しておりますが、急速に進む高齢化に伴う医

療費の増加が見込まれている中、医療制度を将来にわたり持続可能な制度とすることを目

的とした後期高齢者医療制度は重要と考えております。このため、４月から始まる後期高

齢者医療制度が、町民の皆様が戸惑うことのないような対応に努めてまいります。 

 以上、お答え申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） それではちょっと再質問と言うか、結構何点か項目が多いのです

けれども、それぞれ再質問という形でさせていただきます。 

まず、１つ目のこれまで昨年来、説明会の中でもおそらくそれが主になったかと思うの

ですが、この保険料の問題を含めて説明はされてきていると思います。特に、この保険料

について前段何点か質問をいたします。 

その前に、町長にこの後期高齢者医療制度というのは、実施の運営主体が広域連合とい

うものになっている中で、当然先ほどの町長のお答えの中にも、広域連合との連携という

お話もありましたけれども、これまで広域連合、昨年いわゆる１２月までにも何回か広域

連合の議会を開いていろんな条例、それから保険料の決定も含めてなされてきています。

そして、広域連合の中でも一応答弁として各自治体の意見も聞くというふうな話も伺って

はいるのでありますけれども、そういった状況を踏まえて広域連合のほうから訓子府のほ

うに、この制度に対してどうなんだという質問なり、意見を伺いたいということがあった
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のかどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 今、工藤議員のお尋ねの広域連合における議会の運

営している中で、各その声が届くのかという問題でございますけど、具体的に広域連合の

ほうからこの制度に対しての意見を求められているものはございませんけど、それぞれの

地域での選出されている議員もおられるということで、その方とも連携を取りながら地域

の声をあげていくということとなっております。 

また、市町村連絡調整会議ということが、下部組織にございまして、その中では市町村

の担当職員の中での構成となっておりますので、その声を吸い上げながら広域連合の中で

いろんな制度を図っていくということになっておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） わかりました。 

たくさんありますので次に進みますけれども、それでは次に保険料の関係で、具体的に

何点か質問をさせていただきます。いわゆる年金から天引きになります特別徴収の関係な

のですけれども、これにおける保険料というのは、いわゆる年金収入及びこの各世帯の所

得というのが、高齢者７５歳を越える方が同居している場合の各世帯の所得というのが基

準になるということになっていますけれども、これは１つなぜこれを言うかということに

なりますと、いわゆる個人情報保護法の問題がかかわってこないのかということです。と

いうことは、いわゆる年金収入並びに所得世帯の所得ということが、別の広域連合のほう

で決まることになりますよね。この「あなたのところの保険料負担はこうなりますよ」と、

そういう仕組みになっているかと思います。そのときに、今言った個人情報保護法と言い

ますか、そういう問題がクリアされていることになっているのか、やっぱり全然違うと、

そうならないんだということになるのか、ちょっとそこら辺の確認をちょっとしたいなと

いうふうに考えています。いわゆる機械的に広域連合のほうで、「あなたのところのあそこ

の所得はこんなになっていますから」、たぶんそれは各自治体からあげることになるとは思

うのですけれども、それが保護法の関係で問題がないのかということをまず１点お聞きし

たいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 今、保険料の問題に関しましてのお尋ねですけど、

年金が１８万円以上の方で原則特別徴収される方についてのその所得の関係の個人情報に

ついてのお尋ねだと思いますけど、そのことに関しましては、法的に後期高齢者医療制度

は高齢者の医療の確保に関する法律なりますけど、その中の法律の中でそういうものは問

題がないということで、整理されているということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） いわゆるそのクリアされていると。法的には個人情報の関係では

問題ないというとらえ方でよろしいということですね。わかりました。 

続きまして、同じく特別徴収の関係になりますけれども、いわゆる４月実施という予定

で今進められていますけれども、当然３月もこの時期になって、そして、４月からその特

別徴収の関係で言いますと、４月分として発行されると言いますか、その通知される保険
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料、それぞれの被保険者の方に通知されます、この措置のいわゆる中身なのですけれども、

その基準がその先ほど言いましたように、年金をもらっている方はその年金収入、それに

プラス同居されている方は世帯の所得ということになったときに、４月分の保険料という

のはどれを基準に、いわゆる前年度の所得を基準にするのか、どういう算定基準になって

いるのか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 後期高齢者医療保険料につきましては、介護保険と

同じように、今定例会にも条例提案させていただいているように、まず４月時点で仮算定

ということで、前々年の所得を見て、まず、仮徴収ということで本人のほうに通知が行き

ます。その後、前年の所得が確定しますので、今のところの予定としては、その本算定の

賦課事務が６月に行われまして７月に本算定ということで、個人ごとに保険料の通知が行

くことになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） わかりました。 

続きまして、また保険料のことなのですけれども、いわゆるその所得の低い人に対して

均等割を軽くするという制度になっています。軽減措置がとられているということで、こ

のときにいわゆる７割、５割、２割とはあるのですけれども、この制度の適用については

あくまでも被保険者からの申請がなければ、この制度の対象にならないのか、自動的に軽

減措置が所得によって、あるいは年金収入によって算定されるものなのかちょっと伺いた

いと思います。 

これについてのもう１つ、７割、５割、２割、これは当然説明会の中でもされてはいる

かとは思うのですが、こういったこともあるよという周知は当然されてきたかとは思うの

ですが、これも含めてお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 保険料に係わる軽減措置の関係のご質問だと思いま

すけど、まず、７割、５割、２割の軽減について、その申請がいるのかというお尋ねです

けど、それは自動的に所得に応じて均等割の部分が７割、５割、２割、軽減されるという

ことでございます。 

それと、その軽減措置の７割、５割の周知はどのように行ったかというお尋ねですけど、

町としましては説明会等におきまして、パンフレットの中にそういう軽減措置が設けられ

ているということで、こういう制度もありますということで低所得者に関する軽減措置が

あるということで、周知しているところですのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） わかりました。 

 実は、私もそのパンフレットと言うか、そういうお知らせ、説明会のときに使ったであ

ろうそういうものを見た中でも、はっきり言って本当に非常にわかりづらい、保険料一つ

取っても自分が一体どれぐらいの保険料を負担しなければいけないのかというのが、極め

て難しいと言うか、わかりづらい仕組みになっていることは事実かと思います。だから、

そういう面でははっきり言えば、まだまだ制度の周知ということからいけば不十分と。 

もう１つ、あとから医療の内容、診療内容についても質問をしたいですけれども、この
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点だけ見ても果たして本当にどうなのかなと、本当に心配ないのかなという思いが１つあ

ります。 

もう１つは、具体的に聞きたいのでありますけれども、例えばこのような場合どうなの

かということなのですが、これはこういう人がいるということでちょっと聞いてほしいの

ですが、例えば農家をやっている息子さん夫婦のところに、そこに子どもも１人いると。

息子さんの子どもと、いわゆる３人で農家をやっていていると。そこに８５歳を過ぎたば

あちゃんがいると。その方の年金が月３万円、年間３６万円弱です。そして、農家の所得

が１５０万円と聞きました。この場合に、この高齢者の方が負担する保険料はいくらにな

るのでしょうか。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 後期高齢者医療保険料につきまして、仕組みとして

は均等割額と所得割額がございまして、今の例で申し上げますと年金が３６万円ですから、

所得としてはゼロとなります。所得割はかからないと思います。 

あと均等割の方ですけど、その均等割の場合の軽減になる場合、世帯主の方の収入も含

めての軽減になりますので、その世帯主の所得がわからなければ、所得に応じて軽減がさ

れるということでご理解をいただきたいと思います。 

○５番（工藤弘喜君） １５０万円であれば、たぶんこれは合算になって、年金収入と世

帯の所得が、同居の場合、合算になってはじめて保険料の負担というのが出てくるという

ふうに僕はちょっととらえていたのですけれども、その場合にどのぐらいの負担になるの

かお伺いしたいなと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 今の例で申し上げますと、所得１５０万円ですから

軽減がございません。それで均等割額は４万３，１４３円がかかるという形になります。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） その均等割の４万３，１４３円というのが、おそらく年金３万円

のばあちゃんにかかると。いわゆる年間３６万円の話を聞いたのです。そうするとやはり

そのばあちゃんだって、「本当に若い人たち迷惑をかけたくないんだ」と、少ない年金、３

万円の年金で「最低限、自分はこれ以上大きな病気をしたくないから」と言って、訓子府

クリニックに通ったり、若がえり学級に行ったり、デイサービスにも行って、やっぱり家

に、若い者に迷惑をかけたくないという思いで、その３万何某の年金でやりくりしている

と。年間３６万円、それもすごくありがたいという思いをしながらやっていて、そこから

４万３，０００円引かれるということになると、これは決して負担が軽いという状況にな

るのかどうか、町長の考えをちょっと聞きたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 今日は、おそらく国会でもこの議論は行われている日です。新聞

を見る限りでは、この法案に対して後期高齢者医療については、野党各党は廃止を訴えて

いるようでございます。また、各市町村議会でも中には、意見書として議決をして、これ

を凍結すべきでないかというところもあるいなやも聞いております。 

その点で申しますと、この新制度は７５歳以上の全員がある意味では加入し、子どもの

扶養家族になって保険料が免除されている人も含めて、今言われましたように、保険料を
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天引きするということでございますから、ある意味では日本の皆保険制度と言われてわれ

ている状況が変わってくる。しかし、一方では昨日も議会で議論がございましたように、

小林議員が立場上ということも含めて、複雑な思いをお話していただきましたけれども、

非常に状況的には日本の福祉負担制度の問題とありながらも、今の財政状況、国の財政状

況を考えると非常に辛いものがあると。私自身は、高齢者の生活がこれ以上困窮していく、

このほかに介護保険とか、いろんなことの問題がございますから、非常に厳しいものがあ

るということは承知しておりますけども、しかし、行政の立場としては粛々とこの４月１

日からの医療制度の実施に向けて、事務をつかさどるという立場でございますのでご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 保険料はちょっとここで、もう少しあるのですけど止めます。 

次に、診療内容について若干、大まかに先ほど町長のご回答の中でも触れられていると

言うか、その回答されていますので、その点についてちょっとご質問したいと思います。

今回のこの後期高齢者医療制度のもう１つの大きな根幹というのは、やっぱりこの持つ意

味というのは、診療内容、診療報酬、これの中身の問題が極めて大きな柱になってくるこ

とだと思います。 

１つは、私のほうでいろいろ調べたと言うか、聞くことも含めて話をしますと、先ほど

町長からもお話のありましたように、いわゆる１つのポイントは包括払い、いわゆる定額

制になると。７５歳を過ぎた方の診療報酬と言うのが、定額制になってしまう。いわゆる

保険医療に上限をつけるというそういう制度だということをまず第一に考えなければいけ

ないのではないかということだと思います。 

例えば、今回中央保険医療協議会から出された中身でいきますと、通常の診療、レント

ゲン撮るとか、そういう画像診断、あるいは検査、あるいは治療も含めてだと思うのです

けども、通常の診療ではいくら検査や治療をしても、そこの医療機関には月６，０００円

しか払ってはいけないと、６，０００円が定額なんだよという仕組みになっているという

ことです。これには医者には６，０００円しかいかないわけですから、これは患者負担に

したら１割負担だから６００円、あるいは通常の診療であれば６００円、そのほかに投薬

料やら別にかかるとは思うのですけれども、１割負担あるいは現役並みの所得がある人に

ついては３割負担なるという仕組みは変わらないとは思うのですが、そういった形で６，

０００円の診療報酬しか医者に払われないと。そうすると、どういうことが現場で起こっ

てくるかということが、やっぱり考えなければいけないことではないかと思うのです。６，

０００円を超えた治療をしなければいけないところに、何ぼ医者が善意で持ってがんばっ

ても、そういう患者さんをたくさん抱えたことによって、やればやるほど赤字になるよう

なシステム、いわゆる医者が、病院が、医院が。そういう中で、本当に高齢者に対する必

要な医療が確保できるのかという問題、これが１つあるかと思います。これが１点と、先

ほど町長のほうから終末期の問題が出ましたので、ちょっとあえて触れたいと思うのです

けれども、この終末期の医療の問題というのも、非常にこの大きなポイントになっている

部分だと思います、この後期高齢者医療制度の中では。これは先のいわゆる療養ベッドが

削減されるという問題と非常にリンクすることなのですけれども、終末期医療というもの

に今回の診療報酬の改定の中では、特別な診療報酬体系を持ち込んできているのです。退
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院が難しいというような高齢者の方々を病院から、はっきり言えば、簡単に言えば、病院

から早く出したほうが病院のお金になるという仕組み、これが今回の改定のもう１つの大

きな大事な部分なのです。 

例えば、後期高齢者の方が終末期、もうこれ以上をどうするかと、終末期を迎えて例え

ば癌であろうが何であろうが終末期だと。そのときに医者が相談業務をするのです。患者

さん、家族と含めて、そのときに患者さん、家族と病院側が納得して１つの誓約書みたい

のができたときに、そのときには特別に２，０００円加算しますと、診療報酬で国から２，

０００円加算しますよと。そういういわゆる退院を促進すればなりますよという制度が１

つできたのと、もう一方で後期高齢者の方々の退院調整加算という。これまた似たような

ものなのですけれども、どうやってその退院後のそのスケジュール、介護も含めて、いろ

いろ調整するのだと思います。医者が中に入って、看護師さんも含めて、そこである一定

の合意ができたときには、さらに１，０００円の加算をしますと、診療報酬として病院に。

そしたら病院だって、やっぱりある程度儲けなければいけないと言うか、お金を取らなけ

ればいけないからいつまで置いておいても赤字になるし、逆に退院を促進すれば、治って

いようがどうかかまわずお金の入る仕組みですから２，０００円とか、１，０００円とか

という金額ですけれども、これが果たして本当にその国民皆保険のわが国のあり方として

妥当のものなのかどうか。 

それから、先ほどから言われている本当にここまで大変な思いで築いてきた高齢者の

方々に対する医療の提供になるのかどうか、町長のお考えをちょっと伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認め、よって会議時間を延長する件は可決しました。 

 本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。 

 再開いたします。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 今、病者の療養病床も含めた今後のことについてのあり方がこれ

でいいのかと。 

例えば、利用者の１人当たりの報酬月額ですけれども、療養病床４１万１，５００円の

約８割にわたる３３万４，０００円となるんだよということも含めて、療養病床の転換を

国が図っていくと。その点でいくと、コストが低い老人保健施設の転換を求めて、社会保

障費の抑制につなげたいという国の考え方であります。しかし、このことで本当に患者が

十分な医療を受けられるかという反発も強いのも事実でありますし、医師会等のこの北網

圏の医師会にも入っている、行政関係者も入っている協議会でも、医師会から国は何を考

えているのかという反発も強いのも実態として、それは声として議論の中であるのも事実

でございますし、さらには議員の言っている言葉が適切かどうかはわかりませんけども、

差別医療的な状況も診療報酬や慢性疾患の診療報酬の包括払いや公的医療保険が使える医

療行為の上下の問題についても、この制度は極めて課題が多いというふうに言われており

ますけども、ここはあらためて私は国政の場で議論をさらにしていただきたいというのが、
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私の考えるところでございますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 続きまして、先ほど４番目の項目で、先ほども出ましたけれども、

療養ベッドの削減の関係とリンクすると。いわゆる病院から早く出てほしいという、病院

から出たら在宅が介護とか、そういう受け入れ態勢の問題というのは当然必要になってく

るだろうし、いろんな形で町としての行政としても、この医療制度がどんどん進むことに

よってやらなければいけない仕組みになるかと思います。その中で昨年支庁との交渉、私

たち支庁交渉という形で議員団で管内でもやっているので、この関係でもちょっと行って

来たのですけれども、そのときにはいわゆる支庁のほうから、先ほど担当の方からも言わ

れたように、地域ケア体制整備構想ですか。これを平成１９年度中に策定して、これは後

期高齢者の問題があるからそうなってきているんだと思うのですけれども、作成するんだ

ということになっていますけれども、これについてはもっと具体的にわかっている範囲で

ちょっとお伺いしたいのですが。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 今、４点目の療養病床に関するお尋ねでございます

けど、実際本町の住民で申し上げますと、介護型療養病床に入っている方が８名おります。

医療型の病床につきましては把握をしておりませんけど、今現在、この８名の方の療養病

床が転換したということは今のところございません。 

前段、町長がお答えしましたように、国の方針としましては、その今入っているところ

を退院することなく転換を図れるような形で持っていきたいというのが国の方針でござい

ます。 

その中で、先ほど申し上げた地域ケア体制整備構想の意向調査の中身でございますけど、

８月時点で管内の療養病床の医療機関とか、関係団体にアンケート調査、意向調査を行っ

ておりますけど、管内においては医療病床が６６８床、介護型病床は２１６床あるのです

けど、そのときの意向調査の中では、先ほど町長が申し上げましたように、療養病床の報

酬の中身が出ていなかったということもございまして、実際その以降調査をした中では、

未定という回答が療養病床では４１％、医療型では６２％ということでございまして、つ

い先日今町長が申し上げた療養病床における介護報酬が出ましたので、その辺を見極めな

がら各施設がその転換方向を図っていくと思われますので、その方向が出た段階でまた適

切な対応をとっていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） これで後期高齢者の関係については終わりにしたいのですけれど

も、いずれにしましても、こういった部分も含めて、やはりまだまだいわゆる被保険者も

含めて、町民の方々に対する周知というのは、本当に最も大事なところがやっぱりまだま

だ知られていないし物理的に非常に難しい、出てきたばかりのところもありますから、先

ほど町長言われたように、そういうものもあります。だから、そういう面では非常に物理

的にも大変な中、そして、その及ぼす影響というのはもっともっと大きくなるそういうも

のだからこそ、最後の方でも言いましたけれども、やはりこの全面的なこの議論、やり直

し、中止も含めてこういうものをどこか声を上げる必要があるのではないかというふうに

も考えているところです。これは先ほど町長からも言われていますので、これについては
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これ以上の答弁はいいかなとは思いますけれども、次の質問に入りたいと思います。 

 国保料の特別徴収についてであります。 

 これは後期高齢者医療制度と同じような中身、仕組みで出てくる制度であります。 

 本年４月施行で、本年の１０月分からの実施を予定しています国民健康保険税の特別徴

収について、以下の点について伺いたい。 

 まず、１つ目ですけれども、特別徴収制度の内容と本町における対象者は何人になるの

か伺います。 

 ２つ目、制度の実施や実施時期など、国からの強制はあるのか。また、自治体としての

裁量権というものがあるのかどうか、これについても伺いたいと思います。 

 ３つ目でありますけれども、この特別徴収と言うものを一律に強要するということは、

対象者や対象世帯の生活状況を無視したものになる可能性も否定できないと考えているの

ですが、このような安易なやり方はふさわしくないのではないか。いわゆる福祉とか、こ

ういうものに係わる部分でのこういう安易なやり方というのはふさわしくないのではない

かと。被保険者の納付相談や必要な支援が求められたときの対応について伺いたいと思い

ます。 

あわせて、この件について町民への周知についても町長の見解を伺いたいと思っており

ます。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 国保税の特別徴収につきまして、３点のご質問をいただきました。 

まず、１点目の「特別徴収制度の内容と本町における対象者は何人なのか」という質問

でございます。この制度につきましては、世帯内の国民健康保険被保険者全員が６５歳以

上７５歳未満の世帯主で、年金額が年額１８万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の

合計が支給される年金額の２分の１以下である方が対象となりますが、災害及びその他、

特別な事情があり、特別徴収をすることが著しく困難と認められる場合には除かれること

としております。 

また、対象者につきましては、現在、システム改修中でございますので、正確な把握は

困難な状況にありますけども、介護保険で今回の特別徴収対象者を抽出した場合の対象者

数で申しますと、対象者数は８４３名、うち普通徴収の対象者は６４名となっております。 

２点目の「制度の実施や実施時期など、国からの強制及び自治体の裁量権は与えられて

いるのか」とのご質問でございますけれども、特別徴収を実施しなくてもよい条件としま

しては大きく２点あります。１点目は、「被保険者数が少ない」平成１９年４月１日現在の

国保全被保険者数が１，０００人未満（最大で１，１００人以下）の自治体であること。

もう１点は「その他特別事情」というふうになってございます。 

「その他特別事情」につきましては３項目がありまして、１つ目は、国保税の収納率が

高く、平成１６年度から平成１８年度の平均収納率が９８％以上、しかし、平成２０年度

からの後期高齢者医療制度により、本町の場合は７５歳以上の国保税を１００％納入され

ている方が国保会計から抜けてしまいますので、９８％以上の収納率を維持することは実

態としては困難な状況にあるということでございます。 

２つ目は、口座振替及び納付組織の納付が８５％以上であること。 

３つ目は、２ヵ年以内に国保システムの改修が予定されている場合とされておりまして、
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その４点が例外の規定となっております。基本的には国保税の特別徴収実施が前提となっ

ていることから、各自治体の裁量権は現実的には認められていないということを言えると

思います。 

また、実施時期につきましては、平成２０年４月１日からとされていますので、システ

ム改修などに時間を必要とすることから猶予を６ヵ月間認められており、１０月までには

実施しなければならないことというふうになってございます。 

３点目の「一律に強要することは、対象者や対象世帯の生活状態を無視したものになり、

被保険者の納付相談や必要な支援を求められたときの対応について」のご質問でございま

すけれども、被保険者からの納付相談につきましては、適宜、今後もご相談を受けていき

たいと考えておりますし、近隣の状況なども参考としながら対応していきたいと思ってお

ります。 

町民への周知につきましては、特別徴収を行わない場合の判断基準が示されております

ので、機会をみて広報等で周知したいと考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） それでは何点かちょっと再質問ということなのですが、１つは後

期高齢者のときにもそうでしたけれども、システム変更といういわゆる電算システムと言

うのか、当然あるのかと思うのですが、これについての費用はこの６５歳から７４歳まで

の特別徴収に係る電算システムの費用というものが発生するのかどうか、これについてち

ょっとお伺いします。 

それと時間がないので、ちょっとまとめてよろしいですか。 

それともう１つは、最後の３番目とのかかわりになるのでありますけれども、先ほどか

ら後期高齢者もそうなのですが、こういう制度というのは、仕組みというのが特に福祉、

こういう問題については手っ取り早いところ、楽なところからと言うか、それが先に走っ

た制度の改正と言うのか、改悪と言うのか、どうも感じざるを得ないのです。その中に本

当は一番大事しなければいけない個々の生活実態だとか、個人の状況だとかというのがも

うすでに向こうに行ってしまうとか、感知されないところに行ってしまうような仕組みが

どんどんできてくると。 

今回の特別徴収の関係でも、例えば個人的に思います。やはり年金から天引きしてもら

ったほうが楽だという人もいるかもしれない。いわゆる年金も口座に振り返られて、口座

振替と言うのですか、「そのほうがいいよ」と言う人もいるかもしれない。でも、その口座

に１，０００万円、２，０００万円の残高のある人だったらいいのです。だけれども、口

座に１０万円、２０万円もあるかどうかという人たちがいたとしたら、そこから天引きさ

れるということになったときに、いわゆる預金口座を見てはじめて自分の生活をどうする

かというお金が変わるわけです。そこら辺まで考えた制度の仕組みになっているかどうか

というところにやっぱり思いを馳せないと、本当の意味での制度の改正ということにはや

っぱり結びついていかないのではないかなというふうに思うのです。それをやはり最低限

守らなければいけないのは、防波堤にならなければいけないのは自治体だという。これは

当然、町長はそういう認識だと思いますから安心をしているのですけれども、やはりそれ

はどこか一線超えてしまうとドドッと雪崩を打つように行きかねないそういう状況になっ

てはいないかということで、再度ちょっと町長のお考えを聞きたいと思います。 
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今できなければ文書と言うか、それでよろしいです。時間の問題もあるし、それで僕は

ダメだとは絶対思いませんから、今の状況で不可能であれば別にそれはそれでいいです。 

○議長（橋本憲治君） あとでまとめて出すということで。 

町長。 

○町長（菊池一春君） システム改修については、当然起きてくることだと。それが１０

０％何度も申し上げておりますけども、国保税相当を含めて、システム改修の自治体負担

が非常に出てくる。それが１００％というものも中にはありますけども、その点で言うと

町の持ち出しも多いという現実的なことを考えていくと非常に費用的にはまだはっきりし

ていませんので、わかり次第お知らせをしたいと思います。 

２点目の制度が先にできてしまってからどさくさでうんぬんということ、適切な表現か

どうかわかりませんけども、私どもも本当に困っているのは現実でございます。もう説明

会を開くにも開けない。そして、例えば今回のあれでいきますと被扶養者も保険料を負担

するという従来のあれからしてみても、それも半年間は免除ということで、その後、段階

的に引き上げると。これも国政の議論の中で決まって、そして周知すると。ですから、非

常にシステムが後追い後追いになっていても、私自身というよりも担当の福祉保健課、あ

るいは町民課にしても、非常に状況的には大変だということを業務を見ていて理解するこ

とができます。今後は広域連合の議員もおりますので、管内で言いますと大場市長がその

立場でございますので、また機会をみて、それらの状況もお話しながら少しでも改善して

もらうような意見を出してまいたと思いますので、理解をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） 次の最後の質問に入りたいと思います。 

 行政改革に取り組む基本的姿勢について、お伺いをいたします。 

 これについては、午前のお二方の質問にも関連いたしますので、重複するところは、そ

れはそれで省かれても結構かと思いますけれども質問いたします。 

 本年度中に、財政健全化戦略プランを策定するとのことでありますが、次の点について

町長の見解を伺います。 

 まず、１つ目でありますけれども、財政健全化に向けては、これほどまでに町財政が厳

しくなった原因を町民に明らかにすることが、まず第一に健全化に向けて必要だと考えて

いますが、町長の見解を伺います。 

 ２つ目であります。財政健全化プランでは、当然、行・財政改革の取り組みが含まれて

くると考えますが、そこに取り組む町長の基本的な姿勢をお伺いいたします。 

 ３つ目であります。このプランの中に、町職員給与についても含まれていくのか、これ

についても伺いたいと思います。 

 ４つ目であります。財政健全化プラン策定で重要なことは、しっかりと期限を決めて、

明確な目標を町民と共有することが求められると私は考えていますけれども、これについ

ての所見を町長から伺いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 行政改革に取り組む基本姿勢について、財政健全化戦略プランに

関わって、４点のお尋ねをいただきましたのでお答えいたします。 

 まず、１点目の「町財政が厳しくなった原因を町民に明らかにすることが第一に必要で
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はないか」というお尋ねがございました。私もそのことが大事なことだと思っております

し、これまでもまちづくり懇談会やふるさと懇談会、あるいは町広報等を通じて、財政が

厳しくなった原因や現在の状況などについて、町民の皆様にお示してきたところでござい

ます。 

 財政健全化戦略プランの中でも、当然のことながら現在の状況に至った要因を明らかに

することとしておりますので、この点についてはご理解をいただきたいと思います。 

 ２点目の「行財政改革に取り組む基本的な姿勢」についてであります。 

 平成２０年度予算でもそうでありましたけれども、歳入不足を多額の基金を繰入れし、

編成している実態にありますので、まずは歳入歳出の構造的なギャップの改善、つまり歳

入に見合った歳出構造の確立が大きな課題であり、歳入・歳出全般にわたって徹底した見

直しを進めることとしています。 

 その際、町民サービスの大幅な低下や町民生活に大きな影響を及ぼすことのないような

形で、地域経済の活性化施策の展開や地域社会活力の向上にも配慮した財政構造の確立に

努めていきたいと考えているところでございます。 

 また、「行政サービスのあり方と受益者負担の見直し」や「町民と行政の役割分担」につ

いても検討をし、限られた行財政の資源の中で、地方分権改革も視野に入れながら町内に

おける公的サービス水準の確保に向けた仕組みづくりも盛り込むなど、本町に見合った財

政健全化のための方策を構築してまいります。 

 なお、財政健全化を具体化するにあたっては、ともすれば総論賛成、各論反対となりが

ちでありますけれども、情報提供と広聴にも配慮しながら、町民の皆様にご理解をいただ

けるよう努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の「プランには町職員給与も含まれていくのか」とのお尋ねでありますが、人件

費も公債費と同様に義務的経費ではございますけれども、歳出全体の見直しの中で抑制す

べき対象経費に含めることになるものと考えております。 

 ４点目の「プラン策定で重要なことは、期限を設定し、明確な目標を町民と共有するこ

とが求められるのでは」とのお尋ねですが、私も同様に認識しておりますので、現在考え

ておりますのは、計画期間は平成２０年度から平成２６年度までの７年間、このうち、平

成２０年度から平成２２年度までの私の任期中、この期間を集中的に取り組む期間と位置

付けて、一般財源の大きなウエイトを占める地方交付税も的確に見込むことは大変困難な

状況にありますけれども、一般財源ベースでの歳出削減と歳入増収に目標額を掲げ、町民

の皆様にもお示ししながら、健全化策に取り組んでまいりますのでご理解賜りたいと思い

ます。 

○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） この点については、先ほども言ったように、午前の質問者の方々

とも極めてダブってくる部分もありますので、そして、また明日の一般質問する方とも重

複するところもありますので、これ以上は質問するつもりではないのですが、ただ１つだ

け町職員の給与の関係、この問題についてだけちょっとお伺いしたいのですが、職員給与

の人件費のいわゆる人件費の削減と言いますか、カットと言いますか、そういう問題を考

える場合、財源が確かに厳しいのです。その財源が不足するからカットするということが、

やはり目的になってはいけないということは、午前のお話の中にもあったかと思います。
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本当にまさにそのとおりだと思います。 

いわゆる町職員の方々の給与と言うのは、職員の方々の生活の問題であり、そして、地

域においては地域経済に与える影響、それから役場全体として考えたときには、やはり住

民の命や暮らしを支える大きな支え手となる、働き手となる人材確保の面からいっても、

非常に大切な役割という意味がある中身になることだと思っています。この給与という問

題というのは、非常に大きな意味があるのではないかというふうに思っています。 

そういうことになっているのでありますけれども、確か全国的にみても、給与のカット

に踏み込まざるを得ないというものもやはり現実にあるということをとらえて見たときに、

やっぱりそこで一番大事になってくるのは、はっきりとしてやっぱり目標年限と言います

か、期限を切ると言うのか、そこら辺はやっぱり一番目標をどうするかという、明らかに

することがやっぱり一番大事になってくるのではないのかなという気がいたします。やは

り全国各地の経験的に言われているのは、住民福祉の向上だとか地域振興、あるいは住民

負担の軽減といったようなそのまちづくりの明確な目的を持つのか持たないのか、しかも、

それが期間でなおさらそのことも含めて、職員の合意を得れているのか得れていないのか

ということが、やっぱり最大のポイントになってくるのかなというふうに思っています。

そこら辺で仮に合意を得たとしても、やはりカットする部分については、本当に必要最低

限にすべきだと言うのは私の考えなのでありますけれども、最後にこの件に関して、町長

のお答えをいただいて終わりにしたいと。 

○議長（橋本憲治君） 町長。 

○町長（菊池一春君） 午前中の質問でもお答えし重複するかも知れませんけれども、目

標年限は平成２２年度までであります。 

そして、基金繰入の一般を基金の財調の基金繰入をしている２億円を目標にしてござい

ます。しかし、これですべてが解決するかということで言えば、はなはだまだ疑問や不安

はあります。例えば、施設の改修が突如として起きてきたり、そして、数多い産業・農業

等の課題も多くあるということを認識しておりますけども、しかし、現状のままでは立ち

行かないということも事実でございますから２億円を目標にして、歳入と歳出のバランス

をとっていきたいというのが私の考え方でございます。 

そして、それは今日の佐藤議員の質問にも答えましたけれども、町民の皆様に様々な我

慢やご理解をいただかなければならないときに、職員の給料を決して高いとは思っており

ませんけれども、そのままにしておいて理解を得ることできないというのが私の考え方で

ございますので、これらも含めてこれから厳しい町政運営をせざるを得ないということで

ございますけども、そういう意味も含めて職員が理解をしてくれたものと認識しておりま

すので、どうぞ今後ともご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 工藤議員、ちょっとお待ちください。 

 先ほどの答弁漏れがありますので、先に答えていただきたいと思います。 

 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（林 秀貴君） 先ほど、国保税の特別徴収のシステム改修の費用の

お尋ねの点でございますけど、昨年の第２回定例会で補正予算をお認めいただきました国

保保険者電算システム改修業務の中に、その部分が入っていることでご理解いただきたい

と思います。 
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○議長（橋本憲治君） 工藤弘喜君。 

○５番（工藤弘喜君） ありがとうございました。 

これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ５番、工藤弘喜君の質問が終わりました。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

引き続き、２名の方が明日午前９時３０分より一般質問を継続いたします。 

ご苦労様でございました。 

散会 午後 ４時２５分 


